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Ａ．研究目的 

 ノーマリゼーションという言葉が使われ

てから久しいが、知的障害・障害児者にお

ける医療は量的にも質的にも十分とは言え

ない。このことは障害児者が自ら不調を訴

えにくいこととだけでなく、福祉関係者の

医療への知識の乏しさ、医療関係者の不勉

強による対応の難しさなどが関連している

ように思われる。このような状況下におい

て、どのような点から改善に取り組んでい

けばよいか考える手がかりとして研究を行

った。 

 

Ｂ．研究方法 

 3 つの視点から現状調査と今後の方向性

の調査を行った。①福祉施設における、福

研究要旨：知的・発達障害福祉支援施設の現場では、強度の行動障害を持つ利用

者への対応と利用者の高齢化の二つが大きな課題になっており、福祉と医

療との連携が重要な意味を持つことと考えられる。27 度の予備調査では、

福祉スタッフと医療スタッフの連携がうまく行っている例は少なく、利用

者にとっては望ましい状況ではなかった。28 年度は福祉と医療の連携を密

にするための具体的手がかりを得ることを目的とし、更なる調査研究を行

い、最終年度の提言に備えることとした。 
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祉スタッフと医療スタッフの連携の現状を

調査し、課題と対応について調査研究した。

今年度は手をつなぐ育成会の協力を得て、

福祉に従事する看護職、医師の現状認識を

調べた。また渡島コロニーにおける、医療

的ケアに対する職員の意識、薬物治療の現

状も調べられた②日本児童青年精神医学会

と日本小児神経学会加盟医師の福祉医療へ

の意識調査を行った。強度行動障害児者を

中心に、国立病院機構肥前医療センター、

日本精神病院協会の協力を得て、福祉現場

への医療的取り組みの現状、今後の方向性

について意見を聞いた。望みの園からは、

精神科病院から地域への移行の試み、発達

障害児への医療受診の円滑化の取り組みが

報告された。③福祉施設利用者などを対象

に、健康度調査の現状を調査し、その課題

と解決策を研究した。都市規模の違いを考

慮した健康診断、数少ない“知的・発達障

害者ドッグ”を行っている杉並区の現状と

課題、これから行おうとしている大牟田市

の取り組みを検討した。 

 

Ｃ．研究結果 

 ①については、昨年度の東京都社会福祉

協議会の報告と同様に、医療と福祉の前提

の違いに基づく連携の難しさ、医療職養成

課程における福祉知識の欠如などが明らか

になった。知的障害施設における各職種の

感ずる医療ケアの難しさ、向精神薬多剤投

与の実際が示された。②については、児童

青年精神科、小児精神科における調査では、

福祉と関わりを持たない医師も多く、持っ

ていたとしても非常勤が圧倒的であった。

関与している医師の中では、「福祉スタッフ

の医療に関する知識の不足」、「施設設備の

不十分」、「可能な医療行為の範囲の不明確

さ」、 「診療時間の確保の困難」などが指

摘されていた。強度行動障害者への入院医

療については、国立病院機構病院での短期

入院の試み、精神科病院協会加盟病院にお

ける対応、地域以降の試みが報告された③

については、知的・発達障害児者では医療

的ニーズが極めて高い一方で、健康診断に

ついては地域におけるバラツキがあった。

先進的に行われてきた杉並区での取り組み

は、病院の献身的な協力の下で行われてお

り、更なる拡大にはいくつかの課題があっ

た。新たに開始を考慮している大牟田市で

もいくつかの課題が存在していた。 

 

Ｄ．考察 

 知的・発達障害の医療がそうでない者の

医療に比べて、量・質ともに劣っているこ

とが推測された。障害医療の改善には、利

用者、家人、治療スタッフ各々の意識変化、

経済的裏付け、治療水準の向上などが必要

であることが再確認された。 

 

Ｅ．結論 

 知的・発達障害があっても、健常者と同

様の医療を受けられる環境が整えられる必

要があると考えられ、現状の改善のために

この研究結果が役立つことが期待される。

今年度は実施できなかったが、海外の先進

的取り組みも取り入れる必要が痛感された。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 特になし 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 
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市川宏伸 発達障害の特徴と困難 4－12 

法律のひろば 69 Ｈ．２８．４（2016） 

市川宏伸 子ども時代に診断されたＡＳＤ

者の成人像－医師の立場から 367‐373 

58 Ｈ．２８．５（2016） 

市川宏伸 精神医学の立場からの意見書 

賃金と社会保障 14－18 Ｎｏ．1665 Ｈ．

２８．９．（2016） 

市川宏伸 発達障害児・者への支援におけ

る支援 公認心理師 38-39 臨床心理士 

増刊号 Ｈ．２８．９．（2016） 

市川宏伸、平谷美智夫、安原昭博、辻井農

亜、大下隆司、小野浩昭、田鳥祥宏 小児

の自閉症障害に伴う易刺激性に対する

aripiprazole の安全性及び有効性：非盲検

長期継続投与試験の中間結果報告 精神神

経薬理 19 1481‐1492 Ｈ．２８．１０．

（2016） 

（東京）Ｈ．２８．１０．（2016） 

市川宏伸 ＤＳＭ-５におけるＡＳＤ、ＡＤ

ＨＤの概念 精神科 29 367-371 

Ｈ．２８．１１．（2016） 

 

2.  学会発表等 

市川宏伸 強度行動障害と医療 平成 27

年度全国地域生活支援ネットワーク強度行

動障害医療研修（東京）2016.6.3. 

市川宏伸 発達障害のある子ども－気づき

とその対応－ 平成 28 年度 東京都精神

保健福祉研修（前期）（東京）2016．6.20． 

市川宏伸 発達障害 平成 28 年度法務省

矯正研修所中級管理科第 20 回研修（東京） 

2016.6．24 

市川宏伸 発達障害の特性理解 発達障害

支援スーパーバイザー養成研修（東京）

2016.7．29 

市川宏伸 強度行動障害と医療 日本自閉

症スペクトラム学会 資格取得者研修（東

京）2016.8．29 

市川宏伸 強度行動障害と医療 栃木県強

度行動障害支援者養成研修（宇都宮）2016.8．

30 

市川宏伸 自閉症の特性 東京都発達障害

者相談支援研修（東京）2016.10.22 

市川宏伸 「医療」の立場からみた成人期

支援の課題と展望－発達障害者 支援法改

正に鑑みる成人期の課題と展望－発達障害

情報･支援センター医療・福祉従事者のため

の発達障害臨床セミナー（東京）2016．11.6． 

市川宏伸 大人の発達障害について－最近

の動きを含めて－平成 28 年度内閣府障害

者週間連続セミナー（東京）2016.12．7 

市川宏伸 成人の発達障害 茨城県精神科

病院協会公開講座（水戸）2016．12.18． 

市川宏伸 発達障害への理解と現状につい

て 埼玉県精神科医・小児科医を対象とし

た発達障害児・者研修（さいたま市）

2016.12.23. 

市川宏伸 発達障害の診断と治療－二次的

障害も含めて－ 平成 28 年度 （ＮＰＯ）

和歌山県自閉症協会講演会 2017．1.15． 

市川宏伸 発達障害の理解と行政の役割 

平成 28 年度多摩市職員研修 2017．2.2． 

市川宏伸 発達障害の理解と行政の役割 

中災防事例から学ぶ職場のメンタルセミナ

ー（東京）2017．3.8． 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 1. 特許取得 

 なし 

 

 2. 実用新案登録 
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 なし 

  

3.その他 

なし 
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A.研究目的 
 知的障害者施設においては、利用者の高齢

化および強度行動障害への対応の充実が大

きな課題となっている。これらについては、

福祉的サービスに加え、医療的サービスの必

要性が指摘されている。これには、福祉の現

場で対応している、看護職、医師などへのア

ンケート調査が有用と考えた。 

B.研究方法 

 昨年度、東京都社会福祉協議会知的発達部

会の会員施設を対象に行ったアンケート調

査を手をつなぐ育成会会員施設を対象に行

った。 

 基本情報 

 回答総数（n）274 件 

 施設形態別内訳 

  入所 5 件、通所 204 件、入所/通所（併 

設）10 件 

C．研究結果 

Ⅰ 看護職アンケート 

Q1、Q2、勤続年数について。看護師の勤

続年数平均値は。在職年数は 2014 年の日本

１年未満
5%

１年から５年
未満
40%５年から１０

年未満
32%

１０年から１
５年未満
16%

１５年以上
7%

勤続年数全体

 

 

医療労働組合連合会の調査と比較した場合、

5 年未満は医療機関の離職が多い反面、5 年

を超過すると知的障害施設の離職率が増加

している。 

１年未満, 9.30%

１年から５年未
満, 28.60%

５年から１０年未
満, 20%

１０年から
１５年未
満, 13%

１５年以上, 
28.60%

勤続年数
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分担研究報告書 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

分担研究課題名：知的障害施設における福祉と医療の連携の現状と方向性 

研究代表者： 市川 宏伸 （日本発達障害ネットワーク） 

研究分担者： 内山 登紀夫（大正大学社会心理学部教授） 

研究協力者： 根本 昌彦 （社会福祉法人フロンティア いけぶくろ茜の里） 

研究協力者： 山本 あおひ（社会福祉法人 正夢の会） 

研究要旨：知的障害福祉施設における医療については、以前からその連携に課題があ

ると感じて来た。福祉現場における医療と福祉は前提が異なっている点が散見された。 

昨年度東京都社会福協会の支援を受けて、福祉現場における看護職、医師の現状につ

いて現状の課題、今後の方向性について調査を行った。今年度は手をつなぐ育成会の

協力を得て、アンケート調査をおこなった。回収数が全般的に低く、看護職の結果を

中心に取り上げることとした。 

 

 

2014 日本医療労働組合連合会 
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 勤続年数（現職）は、入所の方が長く 3

年程度であった。通所では 1 年である。看

護師の経験年数も入所の方が長い者が多く、

通所は比較的短かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3 雇用形態について 

 入所の回答率が低く（5 件）良好な結果は

得られなかった。通所については非常勤が多

かった。この結果は前回の東京都社会福祉協

議会に対して行った調査結果に近い結果で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 知的障害者施設看護を選んだ理由。文章

回答のため、頻出するキーワードから傾向を

掴むこととした。回答から得られたキーワー

ドは、「誘われたため」「家族に障害者がいて

興味があった」「職場環境（雇用条件含む）

がよかった」であった。 

 Q5看護職養成課程で福祉施設看護の研修

については回答数が 76 件であった。専門研

修がなかったと回答する者が多く 71件であ

り、看護師が施設で働く場合際に必要な予備

知識（スキルや情報）不足していることが予

想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6 福祉施設看護の困難な点と改善策につ

いて。文章回答のため、頻出するキーワード

から傾向を掴むこととした。回答から得られ

たキーワードは、困難な点について、「障害

に関する知識不足」「利用者とのコミュニケ

ーションが難しい」「医師が不在」「家族連携 

と多職種連携が難しい」「知的障害者看護に

関する技術不足」「医療・看護・福祉の情報

不足」であった。改善策については、「多職

種連携を深める（コミュニケーションを良く

する）」「利用者の日常生活の様子を把握す

る」「家族と連携する」「施設看護に関する教

育を看護学校で行う」であった。 

Q7福祉施設の看護師不足の改善策提言につ

いて。文章回答のため、頻出するキーワード
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から傾向を掴むこととした。回答から得られ

たキーワードは「施設看護を学校カリキュラ

ムに組み込む」「従事者向けの研修を行う」

「給与を改善する」であった。 

 

Ⅱ 医師アンケート 

 医師数は総数 46 名、施設数は 45 か所で

あった。入所施設 1 名、通所施設 35 名、入

/通所 3 名であった。医師の集まり具合につ

いてのアンケートに答えた 111 か所のうち、

「探すのに苦労している」は 46 か所、「探

すのに苦労する」が 29 か所、「どちらでも

ない」が 31 か所、「集められる」が 4 か所、

「感嘆の集められる」は 0 か所であった。

医師の福祉現場勤務年限は答えた 8 名中、

10年以上が 4名、10年未満が 4名であった。

専門家は答えた 18 名中、内科 10 名、精神

科 5 名、小児科、外科、総合科 1 名であっ

た。答えた 16 名中、専門研修を受けたもの

は 3 名だけであった。医師からの訴えとし

ては「利用者の意思確認の難しさ」、「専門研

修の乏しさ」、「福祉スタッフの理解不足」、

「医療への結び付けの難しさ」などがみられ

た。 

 

D.考察 

看護師にとって知的障害者施設で働くこ

とは、多職種連携、障害の理解、家族とのコ

ミュニケーション、医療機関と連携などの違

い等による戸惑いがあることが前回の東京

都社会福祉協議会会員施設の調査結果と今

回の育成会の調査結果は近かった。 

Q1,Q2 勤続年数について。今回の調査結

果から在職期間が短いことについては、平成

25 年度に東京都社会福祉協議会の施設看護

師向け調査において、知的障害施設で働くこ

とのメリットに関する設問の回答で、「夜勤

がない」「勤務地が近い」「医療機関と比べて

高い医療技術を求められない」等の回答があ

った。何らかの理由で一端医療機関から離れ

た看護師が再び医療機関に勤めるまでの居

場所として選ばれている可能性も考えられ

る。 

看護師が働き辛いと感じる部分では、多職

種連携と責任の重さ（医師が不在）であった。

医療機関にはない環境での業務には養成課

程の段階からカリキュラムに入れるべきと

いう意見もある。近年看護師養成課程にも訪

問看護に関連するカリキュラムが導入され

一部多職種連携も教育されているが、福祉施

設の看護については未だ導入されていない、

同時に現職に対する研修も必要である。 

 雇用形態については、入所施設には看護師

の配置基準と補助金があり通所には同様の

基準が無いことも影響していると思われる。 

今後、入所も通所にも重度化した障害者の専

門的支援や地域移行のサポートが求められ

るなかで、通所にも看護師の配置を検討して

いく必要がある。 

現状の看護師の業務は、「通院補助」「外用

薬処置」「薬管理」「医療証管理」等々の業務

が主である。また支援員と看護師の業務は縦

割り的である。その結果、利用者個々の障害

や疾病や環境（希望）に応じたサービスとな

っていない。福祉施設においても、看護師に

よる個別性の高い専門的サービスを構築す

る必要があるのではないか。 

 同時に、施設サービスの中で看護師が行う

サービスの寄与度や、専門資格が持つ業務独

占を加味した責任の程度など、多角的な検証

が必要である。また、自立に向けた支援と地

域連携に関する医療面でのサービスの要と
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して看護師のおマネージメント機能にも目

を向ける必要がある。 

 医師については、アンケートへの回答が少

なかったが、「養成課程・研修の乏しさ」、「福

祉スタッフの理解不足」「医療への結びつけ

の難しさ」などが見られた。 

 

Ｅ 結論 

 昨年度の東京都社会福祉協議会加盟施設

へのアンケートに比べると、回答率が低く、

特に入所施設からの報告が少なく、統計的処

理等が出来なかった。看護師からの訴えでは、

「医師のいない環境での多職種連携の難し

さ」、「本来業務以外での個別的サービスの多

さ」、「医療機関との連携の取りにくさ」、「専

門的研修の乏しさ」、「家族とのコミュニケー

ションの難しさ」などが中心であり、昨年度

の結果に近かった。 

 

Ｆ 健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ 研究発表 

 なし 

 

Ｈ 知的財産権の出願・登録状況 

 なし 

 

（資料） 

 アンケート内容は 26 年度報告書を参照 

 

 

 

 



9 
 

厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
分担研究課題名：社会福祉法人侑愛会の入所施設における医療的ニーズに関する調査（第 2報） 

        ～職員アンケート調査から～ 
 

研究分担者：高橋和俊（社会福祉法人侑愛会 おしま地域療育センター 所長） 

研究協力者：祐川暢生（同 侑愛荘 園長） 

 中野伊知郎（同 星が丘寮 園長） 

 高橋実花（同 発達障害者支援センターあおいそら 医師） 

 大場公孝（同 理事長） 

 

 

A.研究目的 

 我々は昨年度、社会福祉法人侑愛会の 8か所

の入所施設（障害者支援施設）を対象に、入所

者 444 名の医療的ニーズに関する調査を行い、

高齢化と医療の高度化に伴って、医療的ケア、

薬物療法、医療機関の利用など、医療の必要性

が施設運営に大きな影響を与えている実態を

明らかにした 1)。今回は、職員の視点から医療

的ニーズと施設運営の関係を明らかにするこ

とを目的に、同じ入所施設の職員を対象にアン

ケート調査を行った。 

 

B.研究方法 

 対象は、社会福祉法人侑愛会の運営する 8

か所の障害者支援施設の職員 278 名（平成 27

年 12 月現在）である。アンケートは無記名と

し、施設ごとに担当者が配布・回収を行った。 

 

C.研究結果 

 回答者の男女内訳は、男性 152 人、女性 126

人で、男性職員は 30 歳代がもっとも多く、60

歳以上にやや上昇が見られた。女性職員は 20

歳代が最も多く、40 歳代にも緩やかなピーク

があった（図 1）。勤続年数は男女とも 5～10

年がもっとも多く、次いで 1～3 年が多かった

（図 2）。勤続年数が浅い場合には職員数の男

研究要旨 
社会福祉法人侑愛会の運営する 8 か所の障害者支援施設に勤務する職員 278 名を対象に、医療的

ニーズに関するアンケート調査を行った。医療的ケアを含む医療的側面を持つケアには 80%以上の

職員が困難を感じると回答し、特に看護師以外の支援職員にその傾向が強かったが、看護師も 2/3

が困難を感じると回答していた。困難を感じる理由としては「正確に実施できているかどうか自

信が持てない」が最も多く、経験年数が長い職員や管理職の方がむしろケアに対して困難を感じ

ている傾向があった。入所者によるケアの拒否は 2/3 の職員が経験していた。医療機関の外来受

診付き添いは職員の 80%以上が、過去 3年間の救急搬送付き添いと入院への付き添いはいずれも職

員の約 30%が経験し、困難を感じる点としては通常とは異なる業務に職員の手を取られることが最

も多く、医療機関の利用に困難を感じないという回答は少数だった。すべての施設で種々の健診・

検診を定期的に実施していたが、困難を感じる点としては本人の拒否を挙げる回答が最も多く、

困難はないとする回答は約 1/4 だった。障害者支援施設において、医療的ニーズが施設運営にと

って深刻な課題となっていることが職員の視点からも裏付けられた。 
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女差はほぼなかったが、5年以降になると男性

が女性よりも多くなる傾向があった。職種は支

援職員が最多で、男女合わせて全回答者の

89.2％を占め、次いで管理職が 5.8％、看護職

員 3.2％と続いていた（図 3）。管理職は男性が

多く、看護職員は全員が女性だった。 

 

【認定特定行為従事者制度の認知度】 

 認定特定行為従事者制度について「知らない」

または「聞いたことはあるが内容は知らない」

が合わせて 201 人（72.3％）であり、「知って

いる」の 77 人（27.7％）を大きく上回ってい

た（図 4）。自分の施設が登録特定行為事業者

となっているかどうかについては「わからな

い」、「無回答」が、合わせて 196 人（70.5％）

だった。 

 

【ケアに困難を感じている職員の割合】 

 医療的な側面を持つ処置として付表のケア

項目を挙げ、これらのケアを施設で行うことに

困難を感じるか否かを聞いた。これらの項目に

は支援員が日常的に行いうる医療的ケアに当

たらないものと、原則として看護師が行う医療

的ケアに当たるものの両者を含めた。 

 回答者の中でこれらのケアに「困難を感じる」

としたのは 223 人（80.2％）と、8割以上が何

らかの困難を感じており、「困難を感じない」

のは 55 人（19.8％）と少なかった。職種ごと

に見るとケアに困難を感じている割合が高か

ったのは管理職（93.8％）で、次いで支援職員

（79.8％）、看護職員（66.7％）の順となり、

医療行為に慣れていると思われる看護職員で

も 2/3 が困難を感じていた（図 5）。 

 職員の勤続年数階級とケアに困難を感じる

割合の関係を見ると、どの階級でも約 70％を

上回る高い割合だった（図 6）。そのうち、1～

図 1 回答者の年齢分布 図 2 勤続年数 

図 3 職種 

図 4 認定特定行為従事者制度の認知度 
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3 年は 75.5％、5～10 年は 68.1％が「困難を感

じる」としており、他の階級に比べると若干だ

が割合が低くなっていた。逆に、20～30 年が

89.7％、30 年以上が 95.0％と、「困難を感じる」

割合が他の階級に比して高くなっていた。 

 ケアに困難を感じる理由でもっと多かった

のは、「正確に実施できているかどうか自信が

持てない」112 人（40.3％）であった。次いで

「入所者の拒否」100 人（36.0％）、「業務とし

ての負担が大きすぎる」43 人（15.5％）だっ

た（図 7）。 

 

【入所者によるケア拒否の経験と対応】 

 入所者によるケアの拒否を経験したことが

ある者は 188 名で、全体の 67.6％を占め、拒

否の経験はないと回答した 80 人（28.8％）を

大きく上回っていた（図 8）。 

 ケアを拒否された場合の対応については、

「時間を置いたり支援者を変えて何度か試み

る」が 232 人（83.5％）と圧倒的に多かった（図

9）。続いて「拒否を受け入れケアの提供を見合

わせる」83 人（29.9％）、「ケアと気づかない

ように提供する」72人（25.9％）だったが、「身

体拘束してでも提供する」という回答も 24 人

図 5 職種ごとのケアに困難を感じる割合 

図 6 勤続年数ごとのケアに困難を感じる割合 

図 7 ケアの困難の理由 図 8 入所者によるケア拒否の経験 

図 9 ケア拒否への対応方法 図 10 身体拘束を実施するときの手続き 



12 
 

（8.6％）見られた。 

 身体拘束を実施する場合の承認手続きとし

ては、有効回答 48 のうち、「家族に文書で承認

をとる」が 13 人（27.1％）ともっとも多かっ

た（図 10）。続いて「管理職に口頭で承認をと

る」11 人（22.9％）、「家族に口頭で承認をと

る」10人（20.8％）となっていたが、「現場の

判断でおこなう」という回答も 8 人（16.7％）

あった。 

 

【外来受診付き添いの経験・頻度・担当者の

数・受診時間】 

 外来の付き添い経験が「ある」と回答したの

は 226 人（81.3％）と高い割合を占め、「ない」

と回答したのは 52 人（18.7％）のみであった

（図 11）。 

 外来受診付き添いの頻度、職員 1人当たりの

担当利用者数、受診に要する時間を図 12 に示

す。頻度としては、「年数回程度」が 100 人

（44.2％）と最も多く、次いで「月 1〜2 回程

度」94人（41.6％）、「週に1回程度」14人（6.2%）、

「週に 2〜3 回程度」12人（5.3%）、「ほぼ毎日」

4人（1.8%）となっていた。付き添い人数を見

ると、「ほぼ１対１」が 113 人（50.0%）、「2人

〜3 人」が 88 人(38.9%)で、職員 1人あたり 3

人程度までの入所者に付き添うことが多く、１

人の職員が 4 人以上の入所者に付き添う割合

は 15.5%と比較的少なかった。受診の平均時間

は、「3時間以内」が 123 人（54.4%）と最も多

く、ついで「1 時間以内」86 人（38.1%）、「5

時間以内」12 人(5.3%)、「5 時間以上」4 人

(1.8％)の順になっていた。 

 外来受診に困難を感じる理由としては、「通

院に時間と職員の手がかかる」という回答が一

番多く 146 人(52.5%)、次に「待ち時間に利用

者が落ち着かない」133 人(47.8%)、「特定の職

員でなければ引率できない」54 人(19.4%)、「医

療スタッフに理解がない」39 人(14.0%)で、「困

難さはない」と回答したのは 28人(10.1%)であ

った（図 13）。過去 3年間に医療機関による外

来受診拒否を経験したのは 24 人(8.6%)であっ

た（図 14）。 

図 11 外来受診付き添いの経験 

図 12 外来受診付き添いの頻度、平均担当者数、平均受診時間 

図 13 外来受診付き添いの困難の理由 図 14 医療機関による外来受診拒否の経験 
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【救急搬送付き添いの経験・頻度・職員数・受

診時間】 

 救急搬送の経験は 85 人(31.0%)に見られた

（図 15）。頻度、入所者 1人当たりの職員の付

き添い人数、受診に要する時間を図 16 に示す。

頻度については、「年に数回程度」が 82 人

（96.5%）とほとんどを占め、「月１回」「週１

回」は、それぞれ 1人であった。1回の救急搬

送に付き添う職員の数は、「ほぼ１対１」が 54

人（63.5%）、「2〜3 人」が 31人（36.5%）であ

った。救急搬送の付き添いに要する平均時間は

「3時間以内」が 37人（43.5%）、「5時間以内」

30 人（35.3%）、「1時間以内」が 10人（11.8%）、

「5時間以上」が 8人（9.4%）であった。 

 

【救急搬送付き添いに困難を感じる理由】 

 救急搬送付き添いに困難を感じる理由とし

ては、「時間と職員の手がかかる」が 69 人

(40.4%)と最も多く、次に「待ち時間に利用者

が落ち着かない」40 人(23.4%)、「医療スタッ

フの理解がない」22 人(12.9%)、「特定の職員

でなければ引率できない」21 人(12.3%)、「救

急隊員の理解がない」12人(7.0%)、「困難はな

図 15 過去 3 年間の救急搬送付き添いの経験 

図 16 救急搬送付き添いの頻度、付き添い職員数、平均受診時間 

図 17 救急搬送付き添いの困難の理由 
図 18 過去 3 年間の救急搬送の 

受け入れ拒否の経験 

図 19 過去 3 年間の入院付添いの経験 図 20 過去 3 年間の入院付添い日数 
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い」7 人(4.1%)であった（図 17）。また、過去

3 年間の救急搬送の受け入れ拒否の経験につ

いては、85 人中「ある」が 9名(10.6%)であっ

た（図 18）。 

 

【入院付き添いの経験・日数】 

 過去 3年間の入院付き添いの経験は、278 人

中 87人（31.3%）であった（図 19）。過去 3年

間の付き添い日数の合計については「1 日〜5

日」が最も多く 62 人(71.3%)、次に「6 日〜9

日」10 人(11.5%)、「10日〜14 日」8人(9.2%)、

「15 日〜29 日」5 人(5.7%)、無回答が 2 人

(2.4%)であった（図 20）。 

 

【入院付き添いに困難を感じる理由】 

 入院付き添いに困難を感じる理由としては、

「通常の勤務に比べ負担が大きい」が最も多く

31 人(29.2%)、次に「特定の職員でなければ対

応ができない」26 人(24.5%)、「医療機関の理

解が乏しい」16 人(15.1%)、「医療スタッフと

のコミュニケーション」11 人(10.4%)、「困難

はない」22人(20.8%)であった（図 21）。また、

入院の拒否の経験については、「ある」が 87

人中 8人(9.2%)だった（図 22）。 

 

【健診・検診】 

 施設での実施を把握している健診・検診は、

「内科検診」が最も多く 267 人（96.0%）、次に

「歯科検診」261 人(93.9%)、「生活習慣病検診」

257 人(92.4%)、「胃がん検診」255 人（91.7%）、

「大腸がん検診」254 人(91.4%)、「乳がん」179

人(68%)、「子宮がん」179 人(64.4%)の順であ

った（図 23）。「わからない」は 11 人であった。 

 健診・検診に困難を感じている理由として最

も多かったのは「本人が拒否」129 人(29.9%)

であり、次に「人出がかかりすぎる」94 人

(29.1%)、「健診のスタッフの理解が乏しい」21

人(6.5%)、「家族の理解が得られない」8 人

(2.5%)だった（図 24）。「困難はない」は 71人

だった。 

 

D.考察 

【認定特定行為従事者制度の認知度】 

 認定特定行為従事者制度について、「知らな

い」または「聞いたことはあるが内容は知らな

い」が 201 人（72.3％）と多く、自施設が登録

特定行為事業者かどうかについても「わからな

い」、「無回答」が 196 人（70.5％）と、認知度

が低いことが示された。痰の吸引や胃ろうの管

理など、医療的ケアの一部が一定の研修を修了

した介護福祉士に解禁されたとはいえ、そうし

た体制を実際に敷いている施設が少ないこと

が認知度の低さとして反映しているものと思

われる。言い換えると、医療的ケアが必要にな

ると施設を退所して医療機関へ入院していく

入所者が多いことから、職員の関心自体が高ま

らないといえるのではないか。 

 さらに、その背景には、認定特定行為従事者

研修修了のハードルが高く、とくに実地研修を

自施設内で実施しにくい事情があると思われ

図 21 入院付添いの困難の理由 図 22 医療機関による入院拒否の経験 

図 23 実施を把握している健診・検診 図 24 健診・検診の困難の理由 
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る。施設で 24 時間をカバーできる特定行為従

事者数を揃えるには、相当数の従事者研修修了

者を輩出せねばならず、日常的な施設運営を継

続しながら職員を研修派遣することが難しい

こともあり、体制整備に踏み出せない事情があ

るものと考えられる。 

 

【医療的な側面を持つケアに困難を感じてい

る職員の割合】 

 今回の調査では、日常的に支援職員が行いう

るとされる、いわゆる医療的ケアに相当しない

ケアを含め集計を行ったが、それでも困難を感

じている職員が 8割以上に上った。職種別にみ

るとケアに困難を感じている職種は管理職が

もっとも高い割合だった。支援職員も次いで高

い割合を示し、看護職員は職種別にみると困難

を感じる割合は少なかったが、それでも 2/3

が困難を感じると回答していた。 

 管理職は、医療的ケアに限らず、医療的な側

面を持つケアにはそれなりのリスクがあるこ

とを理解し、次第に現場で当然のごとく行われ

るようになってきている現状に不安を抱いて

いる可能性がある。高齢化や医療の高度化が進

む中で、現場における医療的な側面に関する研

修が決して十分でないことを肌身に染みて感

じている面もあるかもしれない。そのことが困

難を感じる割合の高さに現れているのだろう。 

 逆に、支援職員は、一定の研修はあるにして

も、むしろ現場での経験や先輩からの日常的な

指導を頼りにケアを行っているという面が強

い可能性がある。そのことが、管理職と比較し

て若干だが困難を感じる割合が支援職員で低

くなっている要因かもしれない。入職当初から

医療的ケアを含むケアを必要とする入所者が

身近におり、周囲でケアが行われている光景が

日常になっている。そのため、困難を感じる割

合が低くなっているのだと思われる。逆に、経

験年数が多い職員は、施設における入所者の重

度化・高齢化が進む以前から業務についており、

医療的な側面を持つケアに携わる必要のない

時期を経験していることから、実際に実施せざ

るを得ない現状にとまどい、困難さを感じる割

合が高くなっているのだろう。 

 看護師でも 2/3 がケアに困難を感じると回

答していたが、これは手技上の困難というより

も、入所者の障害特性に起因するケアの受け入

れの問題や、ケアを実施する際のコミュニケー

ションの問題によるところが大きいものと考

えられる。その意味では、入所施設に勤務する

看護師には医療技術だけでなく障害特性の理

解に基づいた対応技術が求められると同時に、

支援職員による看護師へのサポート体制が重

要と考えられる。 

 

【入所者によるケア拒否の経験】 

 何らかのケアが必要なのに、その意味を理解

できず拒否してしまう入所者が少なくないこ

とはどの知的障害者施設にも共通の事象であ

り、知的障害の障害特性に根ざした困難である。

そこで求められるのはケアの必要性を理解し

てもらうための方法を入所者の障害特性に則

して考案することであり、スモールステップで

理解と経験を深めつつ段階的に実施へと向か

っていくアプローチだろう。言葉で表せば簡単

だが、実際にはその努力をそれなりの年月を掛

けて継続する必要がある。また、特に医療的ケ

アの多くは不快感や痛みを伴い、そのこと自体

がケアの拒否につながることから、もっと平易

かつ安楽な方法によるケアの方法が新しく生

み出されることを願いたい。 

 

【入所者によるケアの拒否があった場合の対

応】 

 入所者のケアの拒否に対しては、「時間を置

いたり、支援者を変えて何度か試みる」という

対応がもっとも多かった。そもそも本人の拒否

の意思表示を一方的に無視することは虐待に

繋がりかねない。また、医療的な側面を持つケ

アに限らず、支援を拒否された場合、時間を置

き、あるいは支援者を変えて試みても拒否が続

くなら、支援、ケアの実施をスキップするなど、

一定のルールを決めておかないと、施設業務が

進んでいかない事情もある。その意味では、2

番目に多かった対応の仕方である「拒否を受け

容れケアの提供を見合わせる」も、同じ対応の

別の表現だと見なすことができる。ケアを提供

するための種々の努力を試みた上で、それでも

拒否が続く場合には、それを受け容れ、ケアの

提供を見合わせるということである。 

 拒否への対応として、「身体拘束してでも提
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供する」との回答が 24 人からあった。身体拘

束を実施する 3要件、すなわち緊急性、切迫性、

非代替性がすべて当てはまる場合には、身体拘

束も否定されるものではない。ケアを提供でき

ないと本人の健康状態に相当深刻な影響が及

ぶケースはそうせざるを得ないだろう。しかし、

実際にはそうしたケースは頻繁にあるわけで

はないことを考慮すれば、たとえばインスリン

注射を実施する際に、入所者が予期せぬ急な動

きをしてしまって傷つけることがないように、

腕を押さえるといった行為を身体拘束と捉え

て回答しているものも少なくないのではない

かと思われる。身体拘束が必要な場合の承認手

続きとして、「現場の判断で行う」という回答

が 8人いたが、通常、明らかな身体拘束を現場

判断だけで行うことはあり得ず、腕を一時的に

（ケア実施の一時）押さえる程度のことも身体

拘束と捉えた回答がそれなりにあった可能性

がある。もちろん、一時的に腕を押さえるとい

った「程度」とはいえ、それが身体拘束に当た

らないとは言い切れない。しかし、その「程度」

はしなければ実施できないケアが日常的に存

在するのも事実であり、そのことも含めて正規

の手続きによって入所者本人または保護者か

ら同意を事前に得ておくことが大切だろう。ケ

アを身体拘束してでも行うのか否かについて

は、将来的には日本においても英国のような本

人の最善の利益を判断するための手続き 2)が

法的に保証され、整備されていくことが望まれ

る。 

 

【外来受診の付き添いについて】 

 外来受診の付き添いは 226 人（81.0％）の職

員が経験しており、また、付き添いの頻度につ

いても、「ほぼ毎日〜週 1 回程度」までで 30

人（13.3％）、「月 1〜2 回程度」も含めると 124

人（54.9%）となっていた。このことは、施設

内での業務以外に外来受診の付き添いが日常

業務として位置付けられていることを意味し

ている。また、付き添いの職員数を見ると 1

人の職員で多数の入所者の支援を行うことは

少なく、201 人（89.0％）の職員が「1 対 1」

もしくは「2 人〜3 人に対して 1 人」という結

果であった。これは、1人の職員が一度に対応

できる入所者数に制限があることを示唆して

おり、今後、高齢化に伴い通院回数が増えてい

くことによって、外来受診が業務全体に与える

影響がより大きくなっていくことが予測され

る。 

 

【外来受診の付き添いに関わる困難さ】 

 外来受診の困難さの理由として「通院に時間

と職員の手がかかる」ことを約半数の職員が挙

げていた。外来受診に職員の手が取られること

は施設に残る他の入所者の日中プログラムに

も影響し、最悪の場合には職員の不足から日中

プログラムが実施できなくなることもあり得

る。そのようなことが頻繁になれば入所者の生

活の質の低下につながりかねない。同様に約半

数の職員が「（受診の）待ち時間に入所者が落

ち着かない」という支援上の困難さを挙げてい

た。入所者の多くには重度～最重度の知的障害

があり、通院や受診の意味を理解することが難

しい。初めての場所で何をするのかを明確に提

示されない中で待つことのみを強いられ、結果

的に場面にそぐわない行動へと結びついてい

く。このような困難さを解決するためには、外

来受診において入所施設側が積極的に入所者

をサポートできるだけの体制整備が、看護職員

についても支援職員についても必要である。ま

た、少数ではあったが、「医療スタッスの理解

がない」「医療機関により外来受診拒否の経験

がある」ということが示されている。医療従事

者に対して障害特性を理解してもらうための

啓発も進めていく必要があるものと思われる。 

 

【救急搬送付き添いについて】 

 過去 3 年間に救急搬送の付き添いを経験し

たことのある職員の数は278人中85人（31.0％）

とそれほど多くはなかった。救急搬送は通常の

通院では対応できない重篤な怪我や健康状態

の変化の際に行われるため、全体的にはそれほ

ど頻繁ではない。その一方で、高齢知的障害者

施設と若年層の多い知的障害者施設では救急

搬送の頻度には相当の差があることも予想さ

れ、今後、施設の性格による受診状況の差につ

いても調査を行うべき点と考えられる。救急搬

送は通常は 1 人の入所者が対象となるため 1

人の職員で対応することが一般的と思われる

が、受診時間が長くなったり、そのまま入院に
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なったりする場合には複数の職員による対応

が必要となる。いずれにしても、救急搬送が必

要な状況への対応には通常の業務では対応が

不可能な程度の人員と時間を要することが明

らかであり、特にもともと人員配置が手薄な夜

間における対応については、何らかの方策を事

前に準備しておくことが求められる。 

 

【救急搬送付き添いに困難さを感じる理由】 

 救急搬送付き添いに困難さを感じる理由と

しては「時間と職員の手がかかる」が 69 人

(40.4%)と最も多かった。その背景には、一般

の通院と同様、施設に残った入所者の生活の質

の低下がある。夜間、深夜であれば、もともと

の職員配置が日中より圧倒的に少なく、さらに

その深刻さが増す。「待ち時間に利用者が落ち

着かない」40 人(23.4%)という回答の割合は一

般の外来受診よりも少なかったが、これは救急

搬送を要請する状況では、容態が重篤な場合が

多く、検査への拒否などは通常の外来受診に比

べて少なくなっているためであろう。救急搬送

の受け入れ拒否については一般的には極めて

まれだと考えられるが、少数とはいえ実際にそ

のような回答があったことから、今後、拒否の

理由などについて再検討が必要と思われる。 

 

【入院付き添いについて】 

 職員の付き添いについては医療機関側から

の要請による場合が多いが、行動障害がある場

合など日常生活における支援度が高い入所者

の場合ほど、そのような要請が多くなる。その

場合、施設から家族へ協力を仰ぐ場合もあるが、

実際には家族が付き添うことができない場合

も多い。入院が長くなり、その間職員の付き添

いを求め続けられると、施設運営に及ぼす影響

は甚大である。24 時間体制で職員を付き添い

に派遣するためには大幅な勤務体制の見直し

が必要となり、そのことは施設に残る入所者の

生活の質の低下をもたらす結果になる。加えて

施設側が付き添いの職員を派遣したとしても

そこに報酬上の保証はなく、施設・職員の熱意

と献身性に依拠しているのが現状である。さら

に、最近増加しつつある緩和ケアを目的とした

入院に対応する場合は生活の質についての高

度なサポートが必要になる。そこには入所者の

生活を知っている施設職員でなければ担えな

いきめ細かさが求められ、決して医療の提供だ

けで完結するものではないことも知っておか

なければならない。 

 入院付き添いの困難さについては、「通常の

業務に比べ負担が大きい」という回答が 31 人

(29.2%)と最も多かった。医療機関という非日

常的な環境では、いかに入所者のことをよく知

る施設職員といえどもその行動を予測するこ

とは極めて困難となる。付き添う側も日常の業

務とは微妙に、あるいは明らかに異なるスキル

を常に求められ、その不安やストレスは通常業

務とはまた違ったものであろう。一方で、「困

難はない」という回答が 22 人(20.8%)に見られ

た理由としては、医療的な問題への専門的な対

応を安心して任せることができる点が挙げら

れるだろう。 

 

【入院拒否の経験】 

 入院拒否の経験については、救急搬送と同様

に絶対数は多くないが、少数ではあってもその

ような事実があること自体、看過されうるもの

ではない。入院拒否の理由が合理的なものであ

ったのか、改めて検証していく必要があるもの

と考える。 

 

【施設で実施している健診・検診について】 

 施設での健診・検診には、現状の健康状態と

日常生活における健康上の留意点を把握する

という予防的側面と、疾病を早期に発見し早期

治療につなげるという医療的な側面がある。今

回の調査では制度で定められているものの他

にも多くの検診が実施されていることが示さ

れ、その点での施設による差は大きくなかった。 

 健診・検診に困難を感じる理由として、「本

人の拒否」129 人(39.8%)が最も多く挙げられ

ていた。その背景には、健診・検診の意味を理

解できないまま、日常と異なる状況の中で、見

慣れない物事が進んでいくことによる不安が

あるものと考えられる。そのような状況を防ぐ

ためには、事前に入所者が健診・検診の意味や

手順を理解できるような準備が欠かせず、入所

施設と医療機関が協力して仕組みを整えてい

く必要がある。また、少数ではあったが 8 人

（2.5%）が「家族の理解が得られない」と回答
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していた。今まで、健診・検診や医療機関の受

診で苦労を重ねてきた家族には、「本人に苦痛

を与えることになるのであれば、無理に検診を

受けなくても良い」という思いがあることは容

易に予測できることである。その意味でも、適

切な準備によって健診・検診をスムーズに受け

られる経験は、生活の質の向上にとって重要な

意味を持ちえるものと考えられる。 

 

E.結論 

 障害者支援施設においては、職員の視点から

見ても医療的ニーズへの対応が施設運営にと

って深刻な課題となっている。そのような現状

及び今後の展望に応じた施設整備及び職員の

人材育成と配置が今後の施策の鍵となるもの

と考えられる。 

 

G.研究発表 

1.論文発表 

なし 

 

2.学会発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

＜参考文献＞ 

1) 高橋和俊他「社会福祉法人侑愛会の入所施

設における医療的ニーズに関する調査（第

1報）」厚生労働科学研究費補助金障害対策

研究事業「医療的管理下における介護及び

日常的な世話が必要な行動障害を有する者

の実態に関する研究」平成 27年度総括・分

担研究報告書（2016）pp 15-24 

2) 新井誠（監）「イギリス 2005 年意思能力法・

行動指針（オンデマンド版）」（2015）民事

法研究会 

 

F.健康危険情報 

なし 
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付表 調査の対象としたケア項目 

 

医療的ケアに当たらないもの 医療的ケアに当たるもの 

皮膚への湿布の塗布 巻爪、白癬爪の爪切り 

パルスオキシメーターの装着 ノズルが 6cm を超える、または濃度が 50%を超えるグリセリン浣腸 

体温測定 インスリン注射 

蓄尿袋内の尿の処理 導尿  

皮膚への軟膏の塗布 バルーンカテーテル交換 

血圧測定 人工肛門のパウチ交換 

口腔内の刷掃、清拭 静脈注射 

軽微な切り傷、擦り傷、火傷等の処置 ネブライザー 

点眼、点鼻 口腔内、鼻腔内の痰の吸引 

一包化された内服薬の内服介助 胃ろう、腸ろう、経鼻の経管栄養の管理 

肛門からの座薬挿入 膀胱洗浄 

爪切り（巻爪、白癬爪を除く） 中心静脈栄養 

処方された薬の確認や一包化、分包化、マッチング等の業務  

ストマ装具のパウチに溜まった排泄物の除去  

耳垢の除去  

市販のディスポーザブルグリセリン浣腸  
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
分担研究課題名：社会福祉法人侑愛会の入所施設における医療的ニーズに関する調査（第 3報） 

        ～薬物療法の分析～ 
 

研究分担者：高橋和俊（社会福祉法人侑愛会 おしま地域療育センター 所長） 

研究協力者：祐川暢生（同 侑愛荘 園長） 

 中野伊知郎（同 星が丘寮 園長） 

 高橋実花（同 発達障害者支援センターあおいそら 医師） 

 大場公孝（同 理事長） 

 

 

A.研究目的 

 我々は昨年度、社会福祉法人侑愛会の 8か所

の入所施設（障害者支援施設）を対象に、入所

者 444 名の医療的ニーズに関する調査を行い、

高齢化と医療の高度化に伴って、医療的ケア、

薬物療法、医療機関の利用など、医療の必要性

が施設運営に大きな影響を与えている実態を

明らかにした 1)。特に薬物療法については 403

名（90.8%）が受けており、一人あたりの薬剤

数の最頻値は 4種類、中央値は 6 種類で、最も

多い人では 27 種類の薬剤を使用しているなど、

多剤併用が一般的であった。 

 今回、薬物療法に関して、その種別や多剤併

用の状況及びそれらと関連する因子について

分析を行った。 

 

B.研究方法 

 対象は、平成 27 年 4 月 1 日現在で、社会福

祉法人侑愛会の運営する 8 か所の障害者支援

施設で生活している 444 名（男 292 名、女 152

名）である。 

 これらの人たちについて、性別、年齢、Body 

Mass Index (BMI)、知的障害区分、障害支援区

分、主診断名、合併症、日常生活動作 (ADL)、

受けている医療的ケアとその種類、薬物療法の

有無と使用薬剤数、薬剤名（商品名）、過去 1

年間の医療機関の外来受診（科名と受診回数）、

過去 3年間の入院（科名と入院日数）等につい

研究要旨 

8 か所の障害者支援施設で生活している 444 名（男 292 名、女 152 名）を対象に薬物療法に関する

調査を行った。403 名（90.8%）が何らかの薬物療法を受けており、一人当たりの薬剤数の最頻値

は 4 種類、中央値は 6 種類で、最も多い人では 27 種類の薬剤を使用していた。年齢が上がり ADL

が下がると使用薬剤数は増える傾向があり、医療的ケアを受けている場合には薬剤数が有意に多

くなっていた。使用薬剤の種類では精神・神経科薬が最も多く、皮膚用薬、消化器用薬がそれに

続いていた。精神・神経科薬の内訳は抗てんかん薬が最も多く、次いで抗精神病薬、パーキンソ

ン病治療薬、睡眠薬となっていた。精神・神経科薬の使用率は 57.9%であった。抗てんかん薬の使

用率は 36.3%で、そのうち単剤が 37.9%、2剤以上が 62.1%、抗精神病薬の使用率は 31.8%で、うち

単剤が 62.4%、2剤以上が 37.6%、睡眠薬の使用率は 27.9%で、うち単剤が 82.5%、2 剤以上が 17.5%

だった。高齢化の進展とともに薬物療法のさらなる複雑化が予想され、薬物療法の単純化・簡略

化のための仕組みを整えていくことが必要であると考えられた。 
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て 1次データベースを作成した。 

 1 次データベースは、セキュリティーの確立

している商用データベース（サイボウズ

kintone）を使用して構築し、データ入力は入

所施設ごとに任命された 1～数名の入力担当

者が行った。この 1次データベースから個人情

報を除いた 2次データベースを作成し、解析を

行った。 

 2 次データベース上の薬剤名はその作用に

応じて薬剤種別に分類を行ったが、同じ薬剤が

複数の種別に分類され得る場合には、もっとも

一般的と思われる種別に分類した。 

 統計解析はオープンソースの統計解析言語

「R」を用いて行った。 

 

 

（倫理面への配慮） 

 個人情報保護のため、各施設の入力担当者は

自施設のデータのみを閲覧できる設定とし、集

計を担当する研究分担者及び研究協力者のみ

がすべてのデータを閲覧・編集できる設定とし

た。入力終了後、研究分担者が個人情報を削除

した 2 次データベースを作成し個人が特定さ

れない状態で解析を行った。 

 

C.研究結果 

 調査時の年齢は 18.3 歳から 90.2 歳、中央

値は男 45.3 歳、女 50.5 歳であった。知的障

害区分は最重度（IQ 20 未満または測定不能）

154 名（34.7%）、重度（IQ 20～34）144 名（32.4%）、

中等度（IQ 35～49）110 名（24.8%）、軽度（IQ 

50～69）26 名（5.9%）、不明 10 名（2.3%）で

あった。知的障害区分ごとの年齢の中央値は、

軽度 54.4 歳、中等度 51.4 歳、重度 45.6 歳、

最重度 42.6 歳と、知的障害が重くなるほど年

齢は下がる傾向があり、統計的には軽度と中

年齢 

図 1 年齢と薬剤数との相関 図 2 ADL と薬剤数との相関 

Barthel Index 

薬剤数 

BMI 

<18 18～25 ≧25 

図 3 BMI 区分と薬剤数 

ns ns 

図 4 医療的ケアと薬剤数 

薬剤数 

医療的ケア 

なし その他 あり 

ns p=0.0023 

p<0.0001 

薬剤数 薬剤数 
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等度では有意差は見られなかったものの、そ

の他は隣り合った区分の間で有意差がみられ

ていた（Mann-Whitney 検定）。 

 図 1 に年齢と使用薬剤数、図 2 に ADL

（Barthel Index）と使用薬剤数との相関を示

す。有効成分（一般名）が同一でも剤型、成

分量、商品名の異なる複数の薬剤を使用して

いる場合にはそれぞれを 1 種類とした。服用

薬剤数は年齢とは弱い正の相関（r=0.316, 

p<0.0001）、Barthel Index とは弱い負の相関

（r=-0.329, p<0.0001）が見られていた。 

 BMI 区分と薬剤数との間には関連性は見ら

れなかった（図 3）。 

 医療的ケアを、「医療的ケアなし」、「その他」

（医療的ケアには当たらないケアを受けてい

る場合）、「医療的ケアあり」の 3 群に分け、

薬剤数を比較したところ、医療的ケアを受け

ている群で有意に薬剤数が多かった。医療的

ケアに当たらないケアと医療的ケアの具体例

は付表に示すとおりである。 

 知的障害区分ごとの薬剤数を図 5 に示す。

各知的障害区分間の薬剤数には有意差は見ら

れなかった。 

 図 6 に薬剤種別ごとの使用数を示した。精

神・神経科薬が最も多く、次いで皮膚用薬、

消化器用薬、眼科用約、循環器用薬・利尿薬

の順となっていた。精神・神経科薬の内訳と

しては、抗てんかん薬が最も多く、次いで抗

精神病薬、パーキンソン病治療薬、睡眠薬、

抗不安薬、抗うつ薬の順だった（図 7）。 

 図 8、図 9、図 10はそれぞれ抗てんかん薬、

抗精神病薬、睡眠薬の使用状況を見たもので

図 5 知的障害区分と薬剤数 

知的障害区分 

軽度 中等度 重度 最重度 

図 6 薬剤種別ごとの使用数合計 

ns 薬剤数 
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ある。それぞれ頓用薬を含み、また睡眠薬は

抗てんかん薬として使用されている場合があ

る。また、この場合には有効成分が同一であ

れば剤型、成分量、商品名の異なる薬剤を使

用している場合でも合わせて 1 種類とした。

全入所者に占める精神・神経科薬の使用率は

精神・神経科薬合計で 57.9%であり、下位分類

別にみると抗てんかん薬 36.3%、抗精神病薬

31.8%、睡眠薬 27.9%だった。多剤併用率（2

剤以上）は、抗てんかん薬 62.1%、抗精神病薬

37.6%、睡眠薬 17.5%だった。 

 

D.考察 

 昨年度の調査 1)で明らかになったように、入

所者のほとんどが何らかの薬物療法を受けて

おり、一人の入所者が複数の薬剤を使用してい

ることが一般的であった。今回の調査からは、

使用薬剤数と相関のある個人因子として医療

的ケアの有無が浮かび上がった。何らかの医療

的ケアを受けているということは全般的に医

療ニーズが高く、使用薬剤数にも影響している

可能性があるものと考えられる。薬剤数と年齢

及び ADL については、相関は見られたものの強

くはなかった。知的障害のない一般人口でも年

齢と使用薬剤数の間には相関があることが知

られており 2)、入所者でも同様の傾向があるも

のと推察される。知的障害区分と使用薬剤数と

の間には関連性は認められなかったが、年齢の

高い入所者は知的障害の程度が軽いことが多

く、知的障害が重くなるにつれて年齢が下がる

傾向があることから、実際には年齢を補正した

うえで比較する必要があり、今後の課題である。 

 使用薬剤については精神・神経科薬が多く、

半数以上の入所者が使用していた。知的障害者

入所施設を対象とした先行研究としては小野
3)と中山 4)によるものがあり、向精神薬の使用

率はそれぞれ 37.5%、33.5%であった。その一

方で、田中ら 5)は旧国立精神療養所の強度行動

障害児（者）（いわゆる「動く重症児（者）」）

を対象とした病棟についての調査を行い、その

中の一つでは向精神薬の使用率は 99.7%であ

った。また、小野 3)は抗てんかん薬を除いた向

精神薬の使用率には居宅状況によって大きな

差があることを報告し、在宅 14.5％，施設入

図 8 抗てんかん薬の 

個別使用数 

図 9 抗精神病薬の 

個別使用数 

図 10 睡眠薬の 

個別使用数 

図 7 精神・神経科薬の内訳 
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所 27.7％，入院 75％であった。抗てんかん薬

を除けば向精神薬の使用目的は主に行動の問

題であると考えられるが、一口に入所施設と言

っても年齢や知的障害・行動障害の程度には施

設によってばらつきが大きく、また、行動の問

題への対処の考え方も必ずしも一律ではない。

これらのことを考えると、薬物療法においても

施設による差が見られる可能性があり、今後、

当法人の施設間の調査や、全国の施設への調査

などを検討する必要があるものと考えられる。 

 多剤併用については、抗てんかん薬では 60%

以上が多剤併用となっており、てんかんがある

場合には比較的難治例が多いことが推察され

た。抗精神病薬では 60%以上が、睡眠薬は 80%

以上が単剤治療であった。 

 障害者支援施設では精神・神経科薬にとどま

らず多種多様な薬物療法が日常的に行われて

いる。今後、さらに高齢化が進み、医療が進歩

することによって、使用薬剤数が今以上に増え

ていく可能性もある。使用薬剤数が増えればそ

れだけ薬物相互作用を含む副作用発現のリス

クが高まるだけでなく、服薬手順の複雑化によ

って現場職員の負担が増し、さらには服薬事故

の増加につながる危険性もある。特に、前回と

今回の調査で示されたように多種多様な診療

科をまたいで受診している場合、それぞれの診

療科が現場の困難さを常に念頭に置き、できる

だけ簡便に、と配慮して処方を決定してくれる

ことはまれであろう。むしろ、一度処方された

薬剤が漫然と継続的に投与されてしまう可能

性もある。一つ一つの投薬や処置がそれほど煩

雑なものでなくても、それがいくつにも重なり、

日常的に続いていくことの負担の重さはなか

なか医療現場だけでは実感しにくいことであ

ろう。その意味でも、一人一人の薬物療法の全

体像の把握とそれに基づいた単純化・簡略化は

今まであまり意識されずに放置されてきた、新

たな課題といえる。 

 今後、多くの障害者支援施設で薬物療法の状

況が明らかになり、それに基づいて最適な薬物

療法の在り方を医療現場とともに検討してい

くことが求められている。 

 

 

E.結論 

 障害者支援施設においては薬物療法、特に多

剤併用が一般的であり、高齢化の進展と医療技

術の進歩とともに薬物慮法のさらなる複雑化

が予想される。施設側が医療機関と協力して薬

物療法の単純化・簡略化のための仕組みを整え

ていくことが必要である。 

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

1.論文発表 

なし 

 

2.学会発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

＜参考文献＞ 

1) 高橋和俊他「社会福祉法人侑愛会の入所施

設における医療的ニーズに関する調査（第

1報）」厚生労働科学研究費補助金障害対策

研究事業「医療的管理下における介護及び

日常的な世話が必要な行動障害を有する者

の実態に関する研究」平成 27年度総括・分

担研究報告書 pp 15-24（2016） 

2) 社会保険医療診療行為別調査（平成 26年 6

月審査分）第 50 表（2014） 

3) 小野善郎「精神遅滞者における向精神薬の

使用状況」精神医学; 42: 697-703（2000） 

4) 中山浩「知的障害児入所施設における精神

医療的対応の実態調査とその検討」児童青

年精神医学とその近接領域; 42: 57-65

（2001） 

5) 田中恭子、會田千重、平野誠「強度行動障

害の医学的背景と薬物治療に関する検討」

脳と発達; 38: 19-24（2006） 

 



25 
 

付表 ケアの分類 

 

医療的ケアに当たらないもの（その他） 医療的ケア 

皮膚への湿布の塗布 巻爪、白癬爪の爪切り 

パルスオキシメーターの装着 ノズルが 6cm を超える、または濃度が 50%を超えるグリセリン浣腸 

体温測定 インスリン注射 

蓄尿袋内の尿の処理 導尿  

皮膚への軟膏の塗布 バルーンカテーテル交換 

血圧測定 人工肛門のパウチ交換 

口腔内の刷掃、清拭 静脈注射 

軽微な切り傷、擦り傷、火傷等の処置 ネブライザー 

点眼、点鼻 口腔内、鼻腔内の痰の吸引 

一包化された内服薬の内服介助 胃ろう、腸ろう、経鼻の経管栄養の管理 

肛門からの座薬挿入 膀胱洗浄 

爪切り（巻爪、白癬爪を除く） 中心静脈栄養 

処方された薬の確認や一包化、分包化、マッチング等の業務  

ストマ装具のパウチに溜まった排泄物の除去  

耳垢の除去  

市販のディスポーザブルグリセリン浣腸  
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 

障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者の

実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 

 分担研究課題名：行動障害の状態にある知的・発達障害者に対しての支援に関する児童精神科医の 
         関わりの実態に関する研究 

   研究代表者：市川宏伸（日本発達障害ネットワーク） 

研究協力者：小野和哉 （東京慈恵会医科大学） 

 

研究要旨 

本研究は、児童精神科医が、障害福祉分野においてどの程度関わりを持ち、どのような困難を抱えてい

るかを明らかにする目的で、日本児童青年精神医学会の会員医師を対象にアンケート調査を施行した。

この分野に関わる児童精神科医は全体の半数近くに及んでいたが、種々の困難も感じており、専門研修

の拡充と、職員教育の必要性、施設設備の充実、医療連携体制の確保の 4点が今後重要であると考えら

れた。 

 

A．研究目的 

行動障害の状態にある知的・発達障害者に対し

ての支援は、医療的な関わりが必ずしも容易では

無く、適切な医療が受けられない状態で彼らの心

身の問題が重篤化しやすい実態が有る。そこで、

これら障害者に適切な医療が施行できるような

施策を明らかにしていく必要があり、現在その一

助として障害者のライフステージ全体の中で、障

害福祉分野において医療が果たす役割や対象者

の範囲を明らかにする目的で調査を行ってきた。

今回は、児童精神科医が、このような分野におい

てどの程度関わりを持ち、どのような困難を抱え

ているかを明らかにする目的で、日本児童青年精

神医学会の会員医師を対象にアンケート調査を

施行することで、行動障害の状態にある知的・発

達障害者に対しての医療的支援の在り方を検討

する一助となる意義が有ると考え、調査を施行し

た。 

 

B．研究方法 

全国の日本児童青年精神医学会の医師会員を対

象に、行動障害の状態にある知的・発達障害者に

対しての支援に関する児童精神科医の関わりの

実態調査票」を作成し、2016 年 10 月に郵送によ

るアンケート調査で現状を評価した。 

 

（倫理面への配慮）日本発達障害協会の倫理委員

会の承諾を得た上、日本児童青年精神医学会の倫

理委員会の承諾も得て施行した。 

 

C．研究結果及び考察                 

研究結果： 

 日本児童青年精神医学会の医師会員を 2065 人

対象にアンケート調査を施行した結果、513 件の

回答（回収率 ２４．８％）を得た。その結果概

要は以下の様である。 

１）医師の臨床経験 

10年以上の臨床経験のある医師が344名（67，2％） 

20年以上の臨床経験がある医師が181名（35.2％）

であった。このことから回答された医師はベテラ

ン医師が殆どである。 
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２）福祉機関での勤務状況 

 無いものが 291 名（56.7％）有るものが 221 名

（43.1％）であった。この内訳は１．福祉事務所

13 人（6％）２．知的障害者更生相談所 52人

（23.5％）３障害者更生相談所６（3％）４．児

童福祉施設 181 人（81.9％）であった。最も多い

児童福祉施設ではa. 乳児院7人 b. 母子生活支

援施設 7人 c. 児童厚生施設 1人 d. 児童養護

施設25人e. 障害児入所施設72人 f. 児童発達

支援センター56 人 g. 情緒障害児短期治療施設 

32人 h. 児童自立支援施設 23人 I. 児童家庭支

援センター10人 であり、障害時入所施設や、児

童発達支援センターで医師の活動が顕著であっ

た。 

３）勤務状況についてみると常勤 54 人（24.4％）

に対して非常勤が 150 人（67.9％）であり、非常

勤での関わりが最も多い。 

４）福祉施設での医療行為の困難さについて、困

難さは感じていないは 58人（26.2％）であり、

困難さを感じていた医師は 160 人（72.3％）に及

んでいた。困難さの理由は医療を行う人的体制中

でも職員の医療に関する知識の不足を指摘する

ものが 80人。その他は、施設設備の不十分 63人、

可能な医療行為の範囲の不明確さ 29 人 診療

時間の確保の困難 27 人などが指摘されていた。 

５）福祉施設における医療行為の専門研修の受講

の有無は無い医師が殆どで 437 人（85.2％）であ

ったが、受講の機会があれば受講したいとの希望

は239人（54.6％）で半数以上の医師にみられた。

受講している医師は１．国、都道府県、市区町村

が主催する研修会が 25人、２．学会が主催する

研修会が 25 人、３．NPO など学会以外の民間団体

が主催する研修会 19 人であった。 

６）福祉施設における医療の必要性は 448 人

（87.3％）の殆どの医師が必要と考えており、じ

っさいに福祉施設からの依頼で入所者の医療を

行った経験が有る医師は393人（74.3％）及んだ。

こうした経験において困難さは 292 人（74.3％）

という殆どの医師が感じておりその理由として

１. 身体的併存障害に関し医療機関の連携が困

難 103 人、 ２．臨床症状が重く、対応するには

医療機関側の体制が整っていない。139 人、３．

診療に時間が係るがその時間が確保でない。105

人、その他 111 人であった。 

 考察 

 児童精神科医師の福祉施設での勤務は 43.1％

の約半数の医師によって経験され、10 年以上のベ

テラン医師を中心に行われ、児童福祉施設

（81.9％）においてその活躍がみられる。しかし

常勤医師は極めて少なく、非常勤医師（67.9％）

により対応されていた。また 72.3％の医師がそこ

での困難さを感じており、その理由は人的体制

（51.1％）が最も課題であり、中でも職員の医療

知識の不足（36.1％）は問題とされていた。また

施設面での整備も課題として 28.5％の医師に感

じられていた。こうした医師に対して専門講習の

必要性を見てみると、受講経験は 85.2%の医師に

無いものの、そのニーズは 54.6％の医師に認識さ

れており、今後専門講習を行う意義は少なく無い。

実際問題として福祉施設での医療は、その必要性

は、87.3%の医師に認識されており、実態として

福祉施設からの依頼を受けた医師は回答の 76.3%

に及んでいた。ただその際の困難さも殆どの医師

が感じており（74.3%）、その理由として臨床症状

が重く対応する医療機関の体制の不整備や、時間

の不足、医療機関と困難が指摘されていた。従っ

て今後、専門研修の拡充と、職員教育の必要性、

施設設備の充実、医療連携体制の確保の 4点が急

務であると考えられた。 

 

Ｄ．健康危険情報 

特記無し 

 

Ｅ．研究発表 

１）国内 

口頭発表            0 件 

原著論文による発表       0 件 

それ以外（レビュー等）の発表  0 件 
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児童精神科医福祉機関の勤務   人数 
   

無し 291 
   

有り 221 
   

 

 
 

    

     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     

     

     
     
     
福祉施設での医療行為の困難さ 人数 

   
無し 58 

   
有り 160 
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福祉施設の内訳 人数 
   

福祉事務所 13 
   

知的障害者更生相談所 52 人（23.5％ 52 
   

障害者更生相談所６人（3％） 6 
   

児童福祉施設 181 
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A．研究目的 

近年、福祉関連施設における障害サービ

スの利用者において日常的に医療的ケアを

要するケースが増加し、高齢化に対する生

活維持のための医療や生活習慣病やがんな

どへの対応・予防医療の必要性も増してい

る。また、強度行動障害と言われる利用者

のマネージメントには医学的な知識と対応

が欠かせない。これらの課題に対して、地

域や施設で提供される医療的なサービスの

拡充は、障害児者施設利用者にとって大き

な貢献になると考えられる。本研究では、

障害児者医療の専門領域の一つである小児

神経科の専門医を対象として医師から見た

福祉関連施設における医療の役割について

調査し、サービス充実化に向けた対応策を

検討することを目的とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B．研究方法 

対象は、日本小児神経学会が認定した小

児神経専門医資格を取得している医師会員

1,110 名とした。2016 年 8 月 17 日～10 月

31 日を調査期間として、郵送法によるアン

ケート調査を実施した。調査項目は、医師

としての経験年数、福祉関連施設での勤務

経験の有無、福祉関連施設での勤務経験者

に対しては勤務状況と施設における医療行

為の困難さ、福祉関連施設での勤務未経験

者に対しては福祉関連施設での勤務希望の

有無、福祉関連施設における医療に関する

専門研修受講の有無、福祉関連施設におけ

る医療の必要性について他である。ここで

いう福祉関連施設とは、福祉事務所、知的

障害者更生相談所、身体障害者更生相談所、

児童福祉施設（児童福祉法第 7 条に定義さ

分担研究課題名： 知的障害児者施設における医療の課題と方向性に関する研究 

研究分担者：小倉 加恵子（森之宮病院神経リハビリテーション研究部研究員） 

研究要旨 

本研究では、知的障害等の障害児者が利用する福祉関連施設における医療の役割について調

査し、サービス充実化に向けた対応策を検討することを目的とした。対象は小児神経学会認定

の専門医 1,100 名とし、郵送法によるアンケート調査を実施した。アンケートの回収率は 51.2%

であった。福祉関連施設における勤務経験は約半数であった。勤務未経験者のうち今後勤務を

希望するものは約３割にとどまった。福祉関連施設における医療の困難さを感じるものは 69%

と高率であった一方、医療の必要性を感じるものは 91%であった。福祉関連施設におけるサー

ビスを利用する方々の病態の重度化・複雑化や高齢化など近年の変化に応じて、福祉関連施設

における医療ニーズは高まっており、その充実化が喫緊の課題であることが明らかになった。

医療行為を可能とする施設設備や医療に係る人的体制などの環境整備を進めるとともに、研修

や医学教育などを通じた潜在人材の掘り起こしと人材育成が必要と言える。 

厚生労働行政推進調査事業費補助金 

障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者

の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 
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れる「児童福祉施設」のうち、助産施設、

幼保連携型認定こども園を除いた）とした。 

（倫理面への配慮） 

本研究の実施にあたっては関連する指針

や法を遵守し、個人情報の保護及び研究対

象者の人権擁護に対して十分な配慮を行っ

た。また、データの漏洩などを防ぐため、

厳重なセキュリティを設けてデータの保管

を行った。本研究では匿名によるアンケー

ト調査をおこなっているため、特定の個人

を同定することはできない。本研究に企業

との利益相反はない。 

 

C．研究結果及び考察 

アンケートの回収数は 568 名、回収率は

51.2％であった。回答者の医師経験年数は

10 年以内が 10 名、11~20 年が 190 名、

21~30 年が 165 名、31~40 年が 172 名、41

年以上が 26 名、未回答が 5 名であった。 

福祉関連施設での勤務経験の有無につい

ては、あり 251名（44％）、なし317名（56％）

であり、勤務経験年数別にみると経験年数

31～40 年の医師において福祉関連施設勤

務経験者が多くみられた（図 1-a、1-b）。 

 

図 1-a. 福祉関連施設における勤務経験の

有無 

 

 

図 1-b. 医師経験年数別にみた福祉関連施

設における勤務経験の有無 

 

 

勤務先としては児童福祉関連施設が 248

名と最も多く、その内訳は、障害児入所施

設 171 件、児童発達支援センター58 件、児

童養護施設 16 件、乳児院 10 件、情緒障害

児短期治療施設 5 件、児童自立支援施設 3

件、母子生活支援施設 2 件、児童家庭支援

センター2 件であった（複数回答あり）。児

童福祉関連施設以外の施設としては、身体

障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、

児童福祉関連施設併設の診療所、発達障害

者支援センターなどがあった。児童厚生施

設での勤務経験者はなかった。勤務形態と

しては、常勤が 124 名（60％）、非常勤が

84 名（40％）であった（図 1-c）。 

 

図 1-c. 福祉関連施設での勤務経験者にお

ける勤務形態 
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医師経験年数別にみた勤務形態としては、

医師経験年数が 40 年以上で常勤の割合が

高い傾向を示した（図 1-d）。 

 

図 1-d. 医師経験年数別にみた福祉関連施

設での勤務経験者における勤務形態 

 
 

福祉関連施設おける勤務経験者 251 名の

うち、福祉関連施設において医療行為を行

う上での困難さがあったと回答した者は

172 名（70％）であった（図 2-a）。 

 

図 2-a. 福祉関連施設における医療の困難

さの有無 

 

 

困難さを感じた点としては、医療を行う

ための人的体制が整っていない 118 件、医

療を行うための施設設備が整っていない

107 件、福祉関連の施設で可能な医療行為

の範囲がわからない 34 件、診療するための

時間が確保できない 24 件、その他 26 件で

あった（図 2-b）。 

 

図 2-b. 福祉関連施設において医療の困難

さを感じた状況 

 
困難さを感じた理由としては、転院や専

門医療必要時の他医療機関との連携の問題、

家族とのコミュニケーション不足（面会に

来ない、福祉関連施設における医療につい

ての理解がないなど）、非常勤医師としての

責任範囲が不明確、入所者の病態の重度化

や疾病の重複化などの意見があった（表 1）。 

 

表 1. 福祉関連施設において医療の困難さ

を感じた状況（自由記載） 

 

 

福祉関連施設における勤務未経験者 317
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名のうち、福祉関連施設での勤務を希望す

ると回答した者は 103 名（33％）であった

（図 3-a）。福祉関連施設での勤務を希望し

ないと回答した者は 209 名（66％）で、そ

の理由としては、他にやりたいことがある

118 件、職場に必要とされる技能が分から

ない 45 件、専門性が生かせない 39 件、勤

務形態がわからない 33 件、専門性が不足し

ている 28 件、その他 22 件であった（図 3-b）。 

 

図 3-a. 福祉関連施設での勤務未経験者に

よる福祉関連施設への勤務希望 

 

 

図 3-b. 福祉関連施設における勤務を希望

しない理由 

 
 

勤務を希望しない理由として、福祉関連

施設での医療内容の可能な範囲やコメディ

カルの体制が不明、人手不足や病院や施設

間調整の困難さが予測される、オンコール

による時間的拘束が長く呼び出しが多い、

勉強に行く時間がない、他の医師と仕事が

できず知識や技術において不安になってく

るなどの意見があった（表 2）。 

 

表 2. 福祉関連施設における勤務を希望し

ない理由（自由記載） 

 

 

福祉関連施設における医療に関する専門

研修に関する受講経験を問うたところ、受

講したことがあると回答した者は 108 名

（19％）であった（図 4-a）。 

 

図 4-a. 福祉関連施設に関する研修受講経

験の有無 
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受講した研修の実施主体については、学

会 68 件、学会以外の民間団体 40 件、国・

都道府県・市区町村 39 件であった（複数回

答、図 4-b）。 

 

図 4-b. 福祉関連施設に関する研修の実施

主体 

 

受講経験のない 450 名（79％）のうち、

機会があれば受講したい者は回答のあった

半数（185 名）で、残りはどちらでもない

158 名、受講したくない 30 名、無回答 77

名であった（図 4-c）。 

 

図 4-c. 福祉関連施設に関する研修の受講

希望 

 
 

福祉関連施設における医療の必要性に関

する質問では、医療が必要と答えた者は

509 名（91％）と大多数であった（図 5）。 

図 5. 福祉関連施設における医療の必要性

の有無 

 

その理由としては、医療的ケア児や発達

障害児の増加、被虐待児の増加といった背

景状況の変化や、診断・アセスメント・医

学的視点からの指導が必要、事故防止、環

境調整、疾病の早期発見・潜在疾患の発見

などの意見があった。また、患者によって

は、搬送が困難であったり、家族の同意や

病態理解を得難いなどの外部医療機関への

受診に難しさがあることが指摘されていた。

また、発達支援や就労における専門的アド

バイスが必要、患者病態の重度化や複雑化

により病態理解が困難、急変しやすい、身

体ケアと精神ケアが同時に必要などの理由

から従来よりも専門性が必要となっている

との意見があった（表 3）。 

 

表 3. 福祉関連施設において医療が必要と

考える理由（自由記載） 
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福祉関連施設における医療の充実と勤務

する医師の増加に関してコメントを求めた

ところ、318 名からの意見が寄せられた。

福祉関連施設勤務未経験者の中には、福祉

関連施設が多種あることや医療の必要性が

あることを知らない医師も多く、まずは福

祉関連施設の種別や利用者、必要とされる

知識・技術、勤務医のモデルケースなどに

ついて研修等で広く周知することが必要と

いう意見が多かった。学生教育や医師臨床

研修制度に福祉関連施設における医療を位

置づけてはどうかという意見も複数みられ

た。また、自治体運営の施設で嘱託医の勤

務日減など行われており、ニーズ理解が不

十分なことから社会的な啓発も必要という

意見があった。医師を動員するためには、

経済的な安定、医療行為が可能な設備及び

人的体制の整備、専門職としてのやりがい

が得られる環境整備（専門的技術や知識を

維持・向上できる、研究フィールドとして

活用できるなど）、育児等で休職中あるいは

定年後の医師の人材活用などの意見があっ

た。一施設に対して医師一人の体制で勤務

する状況が多いことから、医師の過重責務

予防、医師複数体制の義務化、施設内の多

職種の医療に対する技能や理解の向上、地

域医療機関とのネットワーク構築が必要と

する意見があった。 

 

D．考察 

今回の調査から、障害者福祉関連施設に

おける医療の必要性は明確であった。医療

の必要性ばかりではなく、サービス利用者

の病態の重度化・複雑化、高齢化や発達障

害児者診療数の増加などにより、医療の充

実化が求められていることも明らかになっ

た。一方で、福祉関連施設における勤務経

験者の 7 割が働きにくさを感じており、勤

務を希望する者は勤務未経験者の 3 割にと

どまっていることから、現状では医師を動

員し難い職場と言える。現状の改善に向け

て、勤務経験者が困難さを感じた最大の理

由である医療に係る人的体制・施設設備な

どの環境整備が優先されると考えられた。

また、新たな人材を求める上では、福祉関

連施設で必要とされる医療内容、関連する

法制度、医師の果たすべき役割・意義につ

いて明確化し、研修などを通じて周知する

ことが必要と考えられた。 

 

E．結論 

 現在、障害者福祉関連施設における医療

のニーズは高まっており、その充実化が喫

緊の課題であることがわかった。医療の充

実化にむけて、医療に係る人的体制や医療

行為を可能とする施設設備などの環境整備

を進めるとともに、研修や医学教育を通じ

た人材育成並びに情報提供による潜在人材

の掘り起こしが急務と考えられた。 

 

G．研究発表 

１．論文発表 
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小倉加恵子. 発達障害のリハビリテーシ

ョ ン . The Japanese Journal of 

Rehabilitation Medicine 5: 365-370: 2016. 

２．学会発表 

小倉加恵子、小児科医との情報共有、シ

ンポジウム「健やか親子２１と母子保健デ

ータヘルス」第 75 回日本公衆衛生学会総会、

大阪、2016. 10. 27 

 

H．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

 なし
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小児神経科向けアンケート 

 

 

問１ 先生の経験年数を教えてください。          年 

 

問２ 福祉関連の施設で勤務したことがありますか（常勤、非常勤のいずれでも）。 

ア ない  →問５へ 

イ ある  →下記の番号から該当するものを選択してください。複数回答可。 

    １．福祉事務所 

２．知的障害者更生相談所 

３．身体障害者更生相談所 

    ４．児童福祉施設 

（児童福施設は、下記の a ～ i の該当項目を選択して下さい。複数回答可。） 

        a. 乳児院          b. 母子生活支援施設    

c. 児童厚生施設       d. 児童養護施設       

e. 障害児入所施設      f. 児童発達支援センター   

g. 情緒障害児短期治療施設  h. 児童自立支援施設     

i. 児童家庭支援センター   j. その他（           ） 

 

問３ 問１で「ある」と答えた方にお尋ねします。 

勤務状況について該当するものを選択し（複数回答可）、 

（  ）に該当する施設番号と勤務状況を記載してください。 

  例）非常勤として、福祉事務所で２日／1週、及び、児童発達センターで 1日／1か月

勤務されている場合。 

     ・福祉事務所で１日／１か月    → １－２ と回答 

     ・児童発達センターで２日／１週間 → ４ｆ－１ と回答 

      

 ア 常勤  （                            ） 

  イ 非常勤 （                            ） 

    →非常勤の場合、下記から勤務時間を選択してください。 

    １．１日／１週以上 

    ２．１日／１か月以上 １日／１週未満 

    ３．１日／４か月以上 １日／２か月未満  

    ４．１日／１年以上  １日／４か月未満 
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問４ 問１で「ある」と答えた方にお尋ねします。施設において医療行為を行うための

困難さはありましたか。 

  ア 困難さは感じなかった 

イ 困難さを感じた 

   →どのような点に困難さを感じましたか。下記 1～５から選択してください。 

（複数回答可） 

    １．医療を行うための施設設備が整っていない 

    ２．医療を行うための人的体制が整っていない（下記 a～cから選択ください） 

       a. 医療専門職が不足している   b. 職員の医療に対する知識不足 

       c. その他（                         ） 

    ３．診療するための時間が確保できない 

    ４．福祉関連の施設で可能な医療行為の範囲がわからない 

    ５．その他（                             ） 

 

問５ 問１で「ない」と答えた方にお尋ねします。 

機会があれば福祉施設で働きたいと思いますか。 

  ア はい 

  イ いいえ 

    →いいえの場合、その理由を下記から選択してください。（複数選択可） 

     １．他にやりたいことがある  ２．給与面で不安がある 

３．勤務形態が分からない   ４．職場に必要とされる技能が分からない 

５．専門性が不足している   ６．専門性が生かせない 

６．その他（                          ） 

 

問６ 小児科・小児神経科の仕事を通して、他領域と連携していますか。 

ア 連携していない  

イ 連携している →以下にもお答えください。 

１．連携している領域を下記 a～fから選択してください。（複数回答可） 

a．保育  b．教育  c．保健  d．福祉  e．就労  f．その他（   ） 

    ２．連携方法を下記 a～e選択してください。（複数回答可） 

      a．病院の地域連携関連の部署    b．病院・医院の MSW    

c．医師本人が連絡         d．地域連携会議などの会議・会合 

e．その他（                           ） 

３．連携上の困難点・改善を望む点があれば、教えてください。 
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問７ 福祉施設における医療に関して、専門研修を受けたことがありますか。 

  ア ない 

    →ない場合、機会があれば受講したいですか。 

     １．したい   ２．したくない   ３．どちらでもない 

  イ ある 

    →ある場合、どのような専門研修を受けたか下記から選択してください。 

     １．国、都道府県、市区町村が主催する研修会 

２．学会が主催する研修会 

３．学会以外の民間団体が主催する研修会 

４．その他（                            ） 

 

問８ 福祉施設において、医療は必要と考えられますか。その理由もお答えください。 

  ア 必要と考える 

   （理由：                                ） 

  イ 必要と考えない 

   （理由：                                ） 

 

問９ 福祉施設において勤務する医師は不足しています。福祉施設における医療の充実

のため、福祉施設で勤務する医師を増加させるための提言をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

アンケートは以上で終わりです。 

ご協力いただき、ありがとうございました。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 

障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する者の

実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 

分担研究課題名：「療養介護病棟の役割の明確化と、地域移行に向けた福祉との連携」 

研究代表者：市川 宏伸（日本発達障害ネットワーク） 

          研究分担者：會田 千重（国立病院機構 肥前精神医療センター） 

 

研究要旨 

療養介護（及び医療型障害児入所）病棟の役割の明確化と、地域移行に向けた福祉との連携を目的に、 

Ⅰ）肥前精神医療センターでの過去 2 年間の短期入院患者の分析・類型化、Ⅱ）肥前精神医療センター

での長期入院患者・短期入院処遇困難例の移行支援に関する取り組み、Ⅲ）強度行動障害専門医療研修

の実施について報告した。平成 25年に始まった福祉分野での「強度行動障害支援者養成研修」により、

知的障害者施設での強度行動障害対策は、徐々に充実していくと思われる。ただし実際に福祉のみでは

対応困難となり一時的に重点的な医療対応を必要とする症例や、精神科病院での入院が長期化し、保護

室での隔離や拘束・限られた空間や活動のみの生活で QOL が低下している症例も多数あると思われる。

そのような症例に対し療養介護（及び医療型障害児入所）病棟では、その専門性を活かした治療・支援

が可能であり、また福祉や教育・行政などの関係機関との連携を強化していくことで、強度行動障害を

持つ方たちの地域での生活を支える役割を担えると考える。 

 

Ａ．研究目的 

療養介護（及び医療型障害児入所）病棟の役割

の明確化と地域移行に向けた福祉との連携 

 

Ｂ．研究方法とＣ．結果 

Ⅰ）肥前精神医療センターでの過去 2 年間の短期

入院患者の分析・類型化 

平成 26 年 3 月～平成 28 年 4 月の 26 ヶ月間に

入院した全患者のカルテによる後方視的観察を

行った。該当期間中延べ 10 名（男女 5 名ずつ）

が計 27 回入院しており、知的障害の程度は最重

度 4 名・重度 5名・中等度 1名、平均入院時年齢

は 20.4±6.3 歳（13－34 歳）で 18歳未満が 14 名

と 51.9%を占めていた。平均強度行動障害スコア

は 28.6±8.5 点（10-37 点）、平均入院日数は 45.3

±35.7 日（7－117 日）であった。入院前の帰住

先は、在宅 8名、GH利用 1名、精神科病院入退院 

 

反復 1 名、であった。合計 27 回の入院を目的別

に分類すると、保護者のレスパイト 16回（うち 3

回は肥満治療も含む）、行動障害治療 10 回、身

体疾患治療 1回であった。 

 

レスパイト目的は平均入院日数 22 日（7-46 日）

で福祉サービスでの十分な受け皿がなく当院に

来られており、学齢では強度行動障害のため学校

期間中でも利用希望があった。入院時は採血・心

電図・レントゲンなどの身体スクリーニング（外

来資料～＊資料１参照～を応用して予告）を必ず

行い、視覚的支援や構造化・行動分析等（＊資料

２参照）を実施し、退院後の生活を見越して無理

のない範囲で集団療育参加を促した。 

行動障害治療目的は平均入院日数79.2日（24-117

日）で、全例が激しい他害や器物破損・自傷を呈

していた。普段は施行しにくい身体スクリーニン
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グを行い（外来資料～＊資料１参照～を応用して

予告）、それに加え視覚的支援や構造化・行動療

法（＊資料２参照）、保育士による個別または小

集団療育を実施した。薬物調整は睡眠・食事・排

泄や活動時の様子などを多職種で密に観察しな

がら行った。 

 

身体疾患治療目的1例は総合病院精神科での入院

を断られた下腿骨折の保存的治療・リハビリであ

った。80 日間入院し、近医国立病院機構の整形外

科医の往診を利用し、院内の PT/OT と連携した。 

 

【その他】 

震災支援：平成 28 年 4 月～10 月、熊本地震の被

災者 11 名（全員が重度・最重度知的障害と強度

行動障害合併）が国立病院機構菊池病院から転院

し、約半年間当院で入院治療を行った。 

 

 

Ⅱ）肥前精神医療センターでの長期入院患者・短

期入院処遇困難例の移行支援に関する取り組み 

当院では短期入院のほかに長期入院患者（医療

保護入院から療養介護による契約や医療型障害

児入所へ移行するもの）も適宜受け入れている。

現在は長期入院時の契約に「状態が改善すれば施

設変更を検討すること」を明記しており、適切な

地域の福祉サービスが利用可能になるまでの中

間施設としての役割を強化している。 

平成 26年 3月～平成 29年 3月の３年間で移行

支援終了、または移行支援中の症例を調査した。

１）長期入院例で福祉施設へ移行できた症例が 1

名、現在移行支援中の症例が 2名、２）短期入院

処遇困難例（在宅での対応困難から複数回の短期

入院を利用した患者など）で福祉相談事業所と連

携してグループホームへ移行できた症例が 1 名、

生活介護事業所（入所）へ移行できた症例が 1名

おられる。また３）精神科病院長期化例（一般精

神科病院で長期保護室隔離・拘束を行なわれてい

る症例）を積極的に受け入れ、福祉施設への移行

を念頭に専門医療・療育の下での行動拡大を行っ

ている。それぞれの年齢・性別・診断・治療状況

は以下のとおりである 

 

１）長期入院例 

11 歳男性、最重度知的障害・自閉症：在宅での

飛び出し・粗暴～児童思春期病棟保護室ゾーン入

院・24 時間隔離～当院（医療型障害児入所）病棟

へ児童措置、専門医療と訪問教育導入によるオー

プン拡大～支援者会議や試験利用を経て地域の

知的障害児施設へ移行した（入院 1 年 4 ヶ月）。 

 

15 歳女性、最重度知的障害・自閉症・月経前症

候群：在宅での不穏・粗暴～児童思春期保護室ゾ

ーンへの頻回な入院と長期化～当院（医療型障害

児入所）病棟での専門医療と薬物調整、訪問教育

利用～入院前に利用した行動援護事業所と連携

し、建設予定の GH 入所に向け心理専門家と ICT

会議実施中（入院 3年）。 

 

25 歳女性、最重度知的障害・自閉症：在宅での

こだわり・器物破損・自傷・他害～当院と近医精

神科での計 17 回の入院・拘束対応～当院（療養

介護）病棟での専門医療とホールオープン～行動

援護事業所と連携し行動拡大中（入院 1年 1ヶ月）。 

 

２）短期入院処遇困難例 

21 歳男性、最重度知的障害・自閉症：入所施設

での他利用者の舌を噛み切り退所～在宅でのパ

ニック・他害・自傷～当院（療養介護）病棟での

短期入院で自立課題の再導入～障害者相談支援

センター・強度行動障害支援事業所と連携し GH

へ移行した（短期入院 2 回、合計 5 ヶ月）。 

 

19 歳男性、重度知的障害・自閉症：在宅でのこ

だわり・不穏・粗暴と引きこもり～救急病棟への

措置入院・24 時間拘束～当院（療養介護）病棟で

の短期入院で薬物調整とホールオープン～支援

会議にてショートステイ利用先見学、生活介護施
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設（入所）へ移行できた。（入院 5 ヶ月）。 

 

３）精神科病院長期化例 

22 歳男性、最重度知的障害・自閉症：在宅での

粗暴行為・不登校から約 3 年間精神科病院保護室

で 24 時間隔離～当院（療養介護）病棟へ転院し

行動拡大・ホールオープン（入院 5 ヶ月）。 

 

17 歳男性、最重度知的障害・自閉症：在宅での

パニック・自傷・他害・器物破損・不登校から約

3年間精神科病院で24時間拘束～当院（療養介護）

病棟に入院予定。 

 

 

Ⅲ）強度行動障害専門医療研修の実施 

行動制限に頼らない専門医療の普及を目的に、

「強度行動障害を持つ自閉症及び知的障害児

（者）に対する行動療法研修」と題し、平成 28

年 11 月 24 日・25 日に肥前精神医療センターにお

いて、医療従事者（医師・看護師・心理士・保育

士・児童指導員・OT/PT など）を対象とした専門

医療研修を実施した。研修は当院での「行動療法

に基づく発達障害児の親訓練（1991 年～）」の経

験を活かし、多職種による講義（強度行動障害の

医療概論や薬物療法、行動療法と自閉症支援、看

護、療育など）とグループワーク（行動療法に基

づく目標行動の設定や強化の仕方、機能分析）形

式で行い、32 名が参加した。また同様の強度行動

障害医療研修を、平成 29年 1月 25・26 日に国立

病院機構「療養介護（及び医療型障害児入所）」

病棟の医療従事者を対象に機構本部で行った（30

病院より 52 名参加）。 

 

（倫理面への配慮） 

「臨床研究に関する倫理指針」に基づき、日

本発達障害ネットワークでの倫理審査済みであ

る。また各症例は個人情報が特定できないよう

配慮の上報告している。 

 

 

Ｄ．考察 

  国立病院機構の療養介護（及び医療型障害児

入所）病棟での医療・生活支援については、これ

までも多職種チームによる専門性（発達支援と精

神科医療・身体疾患治療が同時に可能）を活かし

行ってきた。今後は本研究での実践を多施設で共

有していくとともに、強度行動障害をもつ重度知

的障害児者に対し、適切な専門医療と地域への移

行支援・在宅支援のため、以下のような入院分類

と専門医療病棟の定義づくりを検討する。 

 

【療養介護（及び医療型障害児入所）病棟での入

院分類】 

短期入院患者は、入院目的別に以下の 4つの類

型に分類し、治療を行う。 

 ①学齢児のレスパイト型入院 

（入院期間は長期休業中も想定し 1~6 週間程度） 

②成人のレスパイト型入院 

（入院期間は 1~4 週間程度） 

③行動障害を合併した身体疾患治療 

（入院期間は身体疾患の種類や重症度で検討） 

④有期限の行動障害治療 

（入院期間は約 1~3 ヶ月間） 

 

【強度行動障害医療を行う療養介護（及び医療型

障害児入所）病棟の定義】 

１） 職員の一定割合が、強度行動障害医療に関す

る専門的な研修を終了している。 

２） 医師、看護師、臨床心理士、児童指導員、Ｏ

Ｔ（ＰＴ）、保育士、療養介助職員、ＭＳＷ

（ＰＳＷ）等を含む多職種チーム医療が行わ

れている。 

３） 強度行動障害に対する、行動療法や構造化を

用いた専門治療プログラムを行い、定期的な

症状評価を行っている。 

さらに、入院の短期化および行動制限についての

他者評価の観点から 

４） 生命保護のためにやむなく行動制限を行っ
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ている場合、その適否について外部第三者

（行政・福祉など）を含めた倫理会議を定期

的に実施する 

５） 院内での治療と行動拡大を行い一定の症状

まで改善している者については、その専門医

療継続の必要性について、外部第三者を含め

た病棟運営会議を定期的に開催し、地域移行

について検討を行う 

 

Ｅ．結論 

平成 25 年に始まった福祉分野での「強度行動

障害支援者養成研修」により、知的障害者施設で

の強度行動障害対策は、徐々に充実していくと思

われる。ただし実際に福祉のみでは対応困難とな

り一時的に重点的な医療対応を必要とする症例

や、発達支援の難しい精神科病院での入院が長期

化し、保護室での隔離や拘束・限られた空間や活

動のみの生活でQOLが低下している症例も多数あ

ると思われる。そのような症例に対し療養介護

（及び医療型障害児入所）病棟では、その専門性

を活かした治療・支援が可能であり、また福祉や

教育・行政などの関係機関との連携を強化してい

くことで、強度行動障害を持つ方たちの地域での

生活を支える役割を担えると考える。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 なし 

２．学会発表 

會田千重 西村泰亮 生島節子 井上邦子 

吉岡美智子 糸山幸子 久継昭男  

第 70 回国立病院総合医学会 ポスター「動く

重症心身障害病棟」における建て替え・増床後の

入院患者動向」2016 年 11 月 沖縄 プログラム

集 129p 

  

Ｇ．知的所有権の出願・取得状況（予定を含む。） 

 なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

＊資料１） 知的障害・発達障害の方への検査や医療行為について（外来） 

 
１、 事前の予告（以下のカードは子ども外来にあります） 

□病院写真（□玄関・□子ども外来入口・□子ども外来待合室・□子ども外来部屋） 
□病院の絵カード 
□個人用スケジュール（ご家族や支援者が作成されたもの） 
 

２、 当日来られてから待っていただく場所 
□子ども外来 ：□待合室 □C4（要予約） □C5（要予約） □その他 
□B ゾーン待合 
□A ゾーン  ：□待合  □和室 
□自家用車内 ・□その他の場所（                     ） 

 
３、 当日の予告  ➡  □する（□来院時 □直前に主治医から）  □しない 

 
４、 実施する場所（採血など） 

□子ども外来 ：□診察室 □C4 □C5 □その他（          ） 
  □大人外来  ：□検査室 □和室 
 
５、 手順の示し方（以下のカードは子ども外来にあります） 
□写真カード（□CT □脳波 □レントゲン □心電図 □採血 2 種類 □体重測定） 
□絵カード（□CT □脳波 □採血 2 種類 □点滴 □予防接種 □聴診 □体重測定） 
□具体物（                  ）・□トイレにいきますカード 
□個人用手順書（ご家族や支援者が作成されたもの）・□手順書は示さない 

 
６、 検査時間の示し方（以下の道具は子ども外来にあります） 

□タイマー   □タイムタイマー（大・小）   □数字を数える 
 

７、 検査後強化子   □あり（ご家族より） 
 

８、 検査後会計を待つ場所 
□病院内  ：□子ども外来 □B ゾーン待合 □A ゾーン 
□自家用車内・□その他の場所（                   ） 
 

９、 その他 
□視覚的な提示以外の声かけはしないでください 
□検査する人以外は患者さんに触れないでください 
□スタッフで体を保持して短時間で施行してください 
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□ご家族が検査に付きそわれます

＊資料２） 

 

【視覚的支援：外出・外泊は絵カードを利用して手順予告】

がいしゅつ ○○がくえん

おとまり
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
 
分担研究課題名：発達障害入院患者についてのアンケート調査（日本精神科病院協会） 

 

    研究代表者：市川 宏伸（日本発達障害ネットワーク理事長） 

    研究協力者：平川 淳一（平川病院院長）  

研究協力者：田渕 賀裕（関東医療少年院） 

  

 

A.研究目的 

平成１７年に発達障害者（児）支援法が施行さ

れ１０年が経過し、医療現場では、発達障害者

（児）に対する試行錯誤的対応が行われている。

本研究では、発達障害者（児）の医療について、

治療方法や医療連携、長期在院となっている患

者の把握と問題点などの実態を把握する目的

に、アンケート調査を実施した。 

 

B.研究方法 

日本精神科病院協会に加盟している、１，２０

５施設を対象に、郵送にてアンケート調査を実

施した。アンケートは郵送にて回収し、各項目

についての集計・解析を行った。今回は有効回

答２０１件についての集計を行った。 

 

C.研究結果 

1.病院の属性 

(1).病院の経営形態は、民間１８９、公益財

団法人３、大学付属１、未記入８であった。 

(2).全病床数は、４００床以上：１７、２０

０～３９９床：８９、１００～１９９床：８

２、１００床未満：１０であった。 

研究要旨 

平成１７年に発達障害者（児）支援法が施行され１０年が経過し、医療現場では、発達障

害者（児）に対する試行錯誤的対応が行われている。本研究では、発達障害者（児）の医療

について、治療方法や医療連携、長期在院となっている患者の把握と問題点などの実態を把

握する目的に、アンケート調査を実施した。日本精神科病院協会に加盟している１、２０５

施設へ郵送にてアンケートを送付し、有効回答２０１件について集計・解析を行った。結果

では、発達障害患者を診療している施設は１５８施設（７８．６％）であった。その中で、

薬物療法を行っている施設が１５４施設であったのに対し、専門的プログラムを行っている

施設は２施設にとどまっていた。入院が必要となった時の医療連携では、１８歳未満、以上、

精神科、身体科に関わらず、過半数が受け入れ体制は不十分であると解答している。全精神

科入院患者３４、５８２人中、長期在院（２年以上）発達障害患者が９７５人と２．８％に

のぼっている。このうち医療上の入院の必要がない群では、家人の受け入れ困難と受け入れ

施設がみつらないという理由が多かった。約１０年の変化については、知的・発達障害患者

の数は、増加４０、ほとんど同じ７３、減少３７という回答であったが、その理由を具体的

にみると、発達障害の診断が増え、依頼（ニーズ）は増えているが、必ずしもニーズに答え

ていない現状が明らかとなった。 
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(3).発達障害の診療の有無は、診療している

１５８、していない４３であった。 

 
2.発達障害の診断と治療 

(1).診断ツールは、心理検査１３６、脳波検

査１１８、頭部画像検査（ＭＲＩまたはＣＴ

など）９６であった。 

 

 

 

 

 

 

(2).診療プログラムは、ＴＥＥＡＣＨまたは

ＡＢＡ２、カウンセリング１１６、薬物療法

１５４、その他作業療法、認知行動療法、集

団精神療法などがあった。 

 
3.他施設との連携 

連携先は、学校７２、児童相談所または子ど

も家庭支援センターなど７３、訪問看護また

は往診７２であった。 

 
4.精神科への入院治療 

(1)１８歳未満では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る６９、現状の受け入れ態勢で十分であるが

３３であった。 

(2)１８歳以上では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る８５、現状の受け入れ態勢で十分であるが

４９であった。 

 
 

 

 

17

89
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10

精神科病床数
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5.身体科への入院治療 

(1)１８歳未満では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る４７、現状の受け入れ態勢で十分であるが

２０であった。 

(2)１８歳以上では、入院治療が必要な時に、

自施設も含めて紹介先入院機関が決まってい

る５８、現状の受け入れ態勢で十分であるが

２９であった。 

 

 

6.ワンデイ調査（平成２７年度の調査しやす

い１日の集計） 

(1).精神科入院患者数と長期在院入院患者数 

a.入院患者数 

全精神科患者数：３４、５８２人 

長期在院（２年以上）発達障害患者：９７５

人 

 

 

 

 

b.長期在院患者の併存疾患は、発達障害のみ

１９２人、併存精神疾患あり５０３人、併存

身体疾患あり９２人、併存精神疾患および身

体疾患あり１９０人であった。 

 
c.長期在院在院期間は、２年以上１４０人、

３年以上１６４人、５年以上１８７人、１０

年以上２２７人、２０年以上９３人、３０年

以上７７人、４０年以上８４人であった。 

 
(2).行動制限の必要性は、隔離拘束はほとん

ど必要なし７６０人、時々（月１回以上）隔

離または拘束を必要６７人、頻回（月に１０

回以上）隔離または拘束を必要４５人、ほと

んどまたは毎日隔離または拘束を必要１０３

人であった。 

 

0 20 40 60 80 100

１８以上

１８未満

34,582       
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長期在院発達障害患者

長期
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140

164

187227
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84

２年～ ３年～ ５年～ １０年～

２０年～ ３０年～ ４０年～
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(3).医療上入院管理が必要な長期在院入院患

者は７３１人で、その内訳は、精神症状（行

動障害を含む）により必要５９３人、身体症

状により必要２０人、精神症状（行動障害含

む）および身体症状により必要１１８人であ

った。 

 

 

 
 

 

 

(4).必ずしも医療が必要でない患者は２４４

人で、入院継続理由は、自宅での受け入れが

困難２２１人、受け入れ施設が見つからない

２１７人、家族や施設が自宅ではなく入院継

続を希望１５５人であった。 

 

7.長期在院とならないために必要と思われる

支援は、発達障害患者専門病院・病棟の設置

６２、受け入れ施設の増設９８、施設での医

療的支援の充実（医師や看護師の常駐など）

７２、現状のまま（長期入院）でよい４、そ

の他家族への支援の充実、在宅医療の充実、

ソーシャルワークの充実などであった。 

 

8.発達障害患者の医療支援のあり方の一般論

について、今後あるべき方向は、自宅または

施設で生活し、必要に応じて医療施設への入

院治療を行う１２１、受け入れ施設で生活し、

施設内の医療支援を充実させる（医師や看護

師の常駐など）７５、自宅で生活し、訪問看

護やショートステイなどの医療支援を充実さ

せる６９、精神病院などを中心に、発達障害

患者にたいする専門的支援（専門医の配置な

ど）を充実させる５５、発達障害患者にたい

760
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ほとんどしない 時々 頻回 必要

731

244

入院必要 必要でない
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する専門的役割をもつ病院を各地域の拠点に

設置する６５であった。 

 
9.約１０年間の知的・発達障害患者の変化は、 

増加４０、変化なし７３、減少３７であった。

またその理由は、増加の理由として、発達障

害に対する知識の普及により、発達障害支援

センターへの相談件数が増えたり、発達障害

と診断されるケースが増えている。また自宅

や施設で不適応となり入院するケースが目立

つ。また受け入れ施設の絶対数が不足してお

り、施設が見つかるまで入院継続となってし

まうなどの意見が多かった。変化なしの理由

として、病床が限られておりこれ以上の対応

が出来ない、長期入院を要する人も社会の受

け皿も大きな変化はないなどがあった。減少

の理由として、入院しても効果的な薬物療法

があるわけでもなく治療効果も薄い、そもそ

も発達障害患者の入院は制限しているという

否定的な意見も多かったが、外来患者は増え

ているが、薬物療法などで対応できるように

なり入院期間が短縮されたなど、発達障害患

者に対する治療技術の向上により長期入院が

減少しているという意見も少なからず存在し

ていた。 

 
 

D.考察 

本アンケート調査では、日本精神科病院協会

に加盟している施設のうち７８．６％の施設が

発達障害患者を受け入れている。しかしその中

で発達障害の専門プログラムを行っている施

設は、２施設にとどまっている（認知行動療法

や作業療法も行われているがその数は少ない）。 

入院が必要となった時の医療連携では、１８

歳未満、以上、精神科、身体科に関わらず、過

半数が受け入れ体制は不十分であると解答し

ている。入院のための医療連携は不十分であり

喫緊の課題と考えられる。 

全精神科入院患者３４、５８２人中、長期在

院（２年以上）発達障害患者が９７５人と２．

８％にのぼっている。このうち医療上の入院の

必要がない患者数は２４４人（２５．０％）で、

家人の受け入れ困難と受け入れ施設がみつら

ないという理由が多かった。このことから長期

在院（２年以上）発達障害患者が精神科病床の

一部を占領している実態があきらかとなった。

受け入れ先である施設や家族への支援を充実

させることや、ケースワークを充実させること

で、長期在院発達障害患者を減らせるのではな

いかという示唆があった。 

約１０年の変化については、知的・発達障害

患者の数は、増加４０、ほとんど同じ７３、減

少３７という回答であったが、その理由を具体

的にみると、全体としては知識の普及や診断技

術の向上で発達障害患者を診る機会は増加し

ており、入院へのニーズは増加しているが、発

達障害患者に対する有効な薬物療法もなく、入

院すると個室を占拠してしまうことや、一旦入

0 50 100 150

専門的支援

専門病院

訪問等

施設内医療

必要時入院

40

72

37
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院すると、医療的に入院の必要がなくても、受

け皿がないなどの理由で、発達障害患者の入院

受け入れを制限する傾向が目立ち、必ずしもニ

ーズに答えていない現状が明らかとなった。一

方、有効な薬物療法で入院に至らず外来治療で

済む患者や、施設への専門的な支援により、入

院期間を短縮出来るなどの意見もあった。 

 

E.結論 

日本精神科病院協会に加盟している施設を

対象に、アンケート調査を実施した。     

発達障害患者を診る機会は増えており、その

ニーズが一層高まる中、そのニーズに答えられ

ていない現状が明らかとなった。長期入院発達

障害患者の支援について、現状のままでよいと

回答した施設は極少数であるが、その一方で発

達障害患者への薬物療法や施設への専門支援

などによる恩恵を受けている施設も存在して

おり、さらなる専門技術の普及や支援体制の充

実を促すことが必要であり有効であることが

示されたといえる。 

さらなる専門技術の普及や支援体制の充実

に向けて、調査・検討を行う意義が存在するも

のと考えられる。  

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

1.論文発表 

1）なし 

2.学会発表 

1）なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
分担研究課題名：精神科病院から障害者支援施設に移行した強度行動障害者の支援 
 

研究分担者：志賀利一（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究協力者：有賀道生（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

 古屋和彦（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

 

 

A.研究目的 

我が国では、精神保健福祉法の改正に合わ

せ，長期入院精神障害者の地域生活への移行を

促進する様々な取り組みが行われており、同時

に第４期障害福祉計画の国の基本指針におい

ても、長期在院者数の減少に向けての成果目標

を設定している。しかし、現状約 20 万人が精

神科病院に長期入院しており、急激な減少傾向

は見られない。そこで、2014 年 7 月に「長期

入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方

策に係る検討会」のとりまとめにおいて、①退

院に向けた意欲の喚起、②本人の意向に沿った

移行支援、③地域生活の支援、④関係行政機関

の役割の４項目から構成される地域移行の主

な方策が示されている。 

精神科病院には、割合は少ないものの一定

数の知的障害（児）者が入院している。2013

年 6 月 30 日の精神保健福祉資料では、全入院

患者 297,436 人のうち 6,104 人（2.1％）が知

的障害である。また、同資料の過去 10 年間デ

ータから，毎年６月の入院患者数に対する次年

の６月１日時点における残留患者数の割合を

算出すると，知的障害（14.5％）がそれ以外の

疾患名の患者（12.6％）より高い数字である。

知的障害は，長期入院になり易い傾向にある。

さらに、入院治療で状態像が改善しない（例：

行動障害等）、退院に向けての意欲喚起が難し

い、さらに退院後の地域生活環境の整備が不十

分等長期入院の理由がいくつか推測されてい

る。 

精神科病院からの退院促進と同様、入所施

設からの地域移行に関しても地域相談支援と

しての地域移行や地域定着支援の充実、グルー

プホーム整備や体験利用の促進等、障害福祉サ

ービスの報酬単価と連動した取り組みが行な

われている。一方、規模の削減を迫られている

入所施設において、終生保護を前提とした施設

から「共生社会実現を目指し，施設入所支援に

とどまらず各種障害福祉サービス等の複合的

な機能を拡充し，地域生活の拠点としての役割

を担っていかなければならない」と考えられて

いる。 

本研究では、行動障害が顕著で、家庭での

生活が困難となり、なおかつ地域の障害者支援

施設や障害福祉サービス事業所等での受け入

れができず、精神科病院に入院していた知的障

害に対して、診療所（精神科）を併設する障害

者支援施設の実践事例をまとめることで、障害

研究要旨 
 行動障害が顕著で、家庭での生活が困難となり、なおかつ地域の障害者支援施設や障害福祉サ

ービス事業所等での受け入れができず、精神科病院に入院している知的障害者が一定数おり、こ

のような強度行動障害者の地域移行に向けての取り組みが社会的な課題になってきている。本研

究は、精神科病院からの地域移行に向け、診療所（精神科）を併設する障害者支援施設の実践事

例をまとめることで、障害者支援施設における生活支援と精神科医療の連携の在り方について考

察を行う事例研究である。 
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者支援施設における生活支援と精神科医療の

連携の在り方について考察を行うものである。 

 

B.研究方法 

精神科病院から地域移行に向けての中間施

設として 2014 年夏から半年間に有期限利用を

開始した３人の強度行動障害者に対する実践

記録を整理することで、生活支援上あるいは薬

物療法等の精神科医療の変化をまとめるもの

である。 

整理する記録は、a)個別支援計画に則った

生活支援記録、b)薬物療法等の精神科医療の診

療記録、c)障害者支援施設内部あるいは関係機

関を交えた定例のケース検討会の記録である。

なお、本研究においては、精神科病院退院当初

の生活支援における継続的調整と服薬の変化

を中心にまとめる。 

 

C.研究結果 

１．対象者の概要 

対象者３人の概要を表１に示す。 

Ａは、４歳で虐待を受け右脳挫傷、その後

児童相談所、児童養護施設を経過し、特別支援

学校高等部を卒業と同時にグループホームに

転居し、生活介護事業所に通所していたが、興

奮状態による傷害事件を起こし、精神科病院に

入院し、その後約４年間入院生活を継続してい

た（転院あり）。保護室での入院期間が長く、

入院後３年目で立位は可能だが自力歩行が出

来ない状態になっていた。 

Ｂは、幼児期に発達障害の診断を受けるが、

中学生で不登校になるまで精神科医療や特別

支援教育を受けていない。特別支援学校高等部

を卒業後、行動障害対応の困難さゆえ、週５日

通える生活介護事業所が見つからず、一対一対

応で２カ所の事業所を並行利用していた。しか

し、通所先や家庭での状態は安定せず、家庭で

母親に重症を追わせたことで精神科病院に保

護入院。約１年間入院。 

表２．対象者３人の入所当初の状態像 

 

表 1．対象者の概要
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Ｃは、1 歳で認知発達の遅れが指摘され、

幼児期より療育・特別支援教育と協力しながら

家庭においても積極的に子育てを行っていた。

思春期後半より行動障害が顕著になり、特別支

援学校高等部後の通所先が確保できず、2カ所

の生活介護事業所と行動援護事業所を活用し

ながら、家庭生活を続けていたが、父親の病気

がきっかけで精神科病院に入院、その後 2年間、

精神科病院と短期入所を交互に使い生活した

後、現在の障害者支援施設に移ってきた。 

なお、Ａは入所後 17 ヶ月間、Ｂは 21 ヶ月

間、Ｃは 16 ヶ月間の生活支援・診療記録をま

とめた。 

 

２．入所当初の状態像 

対象者３人の入所当初の状態像を表２に示

す。 

 

 

３．生活支援の継続的調整 

 

対象者３人の状態像の変化と継続的なアセ

スメントにより、支援手順書や構造化の変更を

随時行ってきた。 

Ａは、17 ヶ月の間に 13 回の支援手順書や構

造化の変更を行っている。当初は車いす生活か

ら室内外の歩行へ向けての支援、構造化するこ

とにより（物理的構造化、ルールの明確化等）

日常生活のルールの理解や最低限の対人マナ

ーの指導・支援、日中活動の構築、余暇時間の

過ごし方（自立課題、得意な活動探し）、個別

化されたスケジュールの構築することにより、

17 ヶ月後に行動障害に特化した寮から、一般

寮に生活の拠点を移行し、地域移行に向けての

準備を行っている。 

Ｂは、21 ヶ月の間に合計 16 回の支援手順書

や構造化の変更を行っている。個室を中心とし

た物理的構造化、日中活動の構築、余暇時間と

表３．対象者３人の入所当初の服薬状況 
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して自立課題や手芸を行い、個別化されたスケ

ジュールの構築を行ってきた。比較的短期間の

うちに、行動障害は軽減し、日常的に笑顔が見

られるようになったことから、地域の支援機関

と協力し、グループホームにおける体験利用を

段階的に 2 回実施した。体験利用に際しては、

慎重な情報交換、当初支援員の付き添いで環境

調整を行った。しかし、グループホームと通所

する生活介護事業所とで受け入れは難しいと

判断される。この移行に向けての体験の間に、

生活スタイルが崩れ（体験実習の日程が二転三

転するなどで本人の不安が高まる）、行動障害

や活動拒否などが表れ、行動障害に特化した寮

で生活の組み立て直しが必要となる。 

Ｃは、16 ヶ月の間に合計 8回の支援手順書な

らびに構造化の変更を行っている。Ｃの興味関

心の高い、アイドル・タレントの雑誌ならびに

写真を日中活動への参加等の強化子として活

用し、日中活動の構築を行った。当初は、睡眠

が不十分で、強化子の要求のため、破壊行動や

他害行為が毎日頻回していた。服薬調整と並行

し、次第に様々なスケジュールをこなすように

なった。しかし、午前中にきっかけが不明な不

穏状態が月に複数回存在しており、家具や備品

の破壊は現在も続いている。 

 

４．服薬の変化 

 

対象者３人の当初の服薬状況を表３に、そ

れぞれ16ヶ月～21ヶ月後の服薬状況を表４に

まとめる。 

主治医は、定期的な通院時の診察ならびに

担当の生活支援員との情報交換、さらに関係機

関を交えたケースカンファレンスへの参加、診

療部門の臨床心理士、ＭＳＷの情報等により治

療プランを検討してきた。 

入所当初、３人共、１日で服用する薬の量

が 40 錠を超えていた。直近において、減薬の

種類・量に差はあるものの、服用する薬の量は

減っている。 

 

D.考察 

精神科病院退院後、継続的なアセスメント

により生活支援の方法を詳細かつ頻繁に変更

し、同時に精神科医療による減薬等を実施する

ことで、行動障害の軽減と同時に、ある程度安

定した生活スタイルの確立が可能であること

が推測できる。ただし、精神科病院を退院し、

障害者支援施設に入所して 1 年半少々の期間

で、地域移行が実現した者はいない。また、行

動の改善の程度ならびに減薬の取り組みにお

いても個人差が存在しており、今後も継続的な

調査を行う必要がある。 

今後は、事例の追跡ならびに関係機関との

ケースカンファレンス内容の整理等を行って

いく予定である。 

 

【文献】 

表４．対象者３人の最近の服薬状況 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
研究課題：小児科外来における発達障害児へのプレパレーションの効果に関する検討 

       

研究協力者：井上菜穂（鳥取大学教育支援・国際交流推進機構学生支援センター） 

研究分担者：井上雅彦（鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学講座） 

 

 

A.研究目的 

1989 年に国連総会で採択された「子どもの

権利に関する条約」が，1994 年に日本でも批

准されたことをきっかけに、我が国においても

子どもの成長や発達に応じたインフォーム

ド・コンセントや、子どもや家族の利益を考え

た看護ケアのあり方が検討されるようになり、

プレパレーションの必要性が指摘されるよう

になった。 

近年発達障害児の増加が社会問題としても

取り上げられているが、医療現場において発達

障害に対しての配慮を耳にすることは少ない。

定型発達児の場合には、医学的な処置や検査な

どを受ける際には準備された道具や入室した

部屋の様子や過去の経験から推測することが

できるが、発達障害のある子は、状況の読み取

りが苦手であるために癇癪をおこして処置や

検査が中断したり、しいては次回から来院でき

なくなったりするケースも多々見受けられる。    

日本看護協会（2002）は検査、治療、処置を

おこなう際、発達に応じたわかりやすい言葉や

絵を用いることが必要であると述べている。田

中（2009）は定型発達児にプレパレーションを

おこなう場合に、幼児期には見立て遊びやごっ

こ遊びなどを通じて理解させることが有効で

あり、学童期には視覚的な工夫を用いた説明が

有効であると報告している。しかし、発達障害

児の場合には、見立て遊びやごっこ遊びの理解

が困難であることや、文脈理解や未来予測に困

難を持つことが多く、定型発達児へのプレパレ

ーションをそのまま導入するのではなく、障害

特徴を考慮したプレパレーションツールの作

成が必要であると考えられる。しかし、これら

発達障害児に関するプレパレーションに関す

る研究は数少ない。一般小児科においての定型

発達児を対象とした「プレパレーション」は以

前に比べると浸透してきたものの、発達障害に

対する対応方法については医療現場スタッフ

にもあまり周知されておらず、発達障害児への

診療に苦労しているという現状が見受けられ、

早急に対応していく必要のある課題であると

考えられる。 

本研究では小児科外来における発達障害児

に対するプレパレーションの普及状況と現状、

家族や本人の受診に対しての認識やニーズを

明らかにすることを目的とする。そして、発達

研究要旨 

 一般小児科においての定型発達児を対象とした「プレパレーション」は以前に比べると浸透し

てきたものの、発達障害児におけるプレパレーションに関する研究は数少ない。発達障害に対す

る対応方法については医療現場スタッフにもあまり周知されておらず、発達障害児への診療に苦

労しているという現状が見受けられ、早急に対応していくことが必要であると考えられる。本研

究では、小児科外来における発達障害児に対するプレパレーションの普及状況と現状、家族や本

人の受診に対しての認識やニーズを明らかにすることを目的とした。その結果、多くの子どもた

ちが病院での経験を嫌な経験だととらえており、4割強の子どもたちが痛みや見通しがたたないこ

とからの不安を理由と回答した。 
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障害へのプレパレーションについて、今後取り

組む課題について検討をおこなう。 

 

B. 研究方法 

１）発達障害の家族への調査 

（１）対象 

発達障害の診断を受けている児をもつ家族

107 名（男児 47 名、女児 50 名、児の平均年齢

10.56 歳）であった。105 名が母親、2 名が父

親による回答であった。倫理的配慮として、事

前に調査の承諾を得た施設の代表者経由で質

問紙を配布し、自由参加を保証したうえで調査

をおこなった。また質問紙の回答・返送をもっ

て同意とみなした。調査は無記名でおこない、

個人が特定できないよう配慮をおこなった。 

（２）期間 

X 年 12 月～X＋1年３月 

（３）方法 

全国の親の会を通して質問紙を配布、郵送にて

回答を求めた。質問紙の内容は、①記入者につ

いて ②対象となる児について ③かかりつ

けの小児科医の対応 ④ご家族の工夫につい

てであった。 

 選択式回答は、Microsoft Excel にて集計し、

相対度数（％）は小数点第 2位を四捨五入して

表記をおこなった。統計的分析は SPSS により

Χ２検定をおこなった。 

 

２）発達障害の本人への調査 

（１）対象 

発達障害の診断を受けている４歳から１８歳

までの子ども３６名（平均年齢 10.72 歳）。男

25 名、女 11名であった。内訳は表 1の通りで

あった。 

（２）期間 

X 年 12 月～X＋1年３月 

（３）方法 

発達障害の家族への調査をおこなう際に、本人

への調査を同封することで質問紙を配布した。

対象者は未成年の児童であるため、本人および

代諾者から同意を得た場合のみ、郵送にて回答

を求めることで、倫理的配慮をおこなった。代

諾者の選定条件は、対象者の両親、祖父母、ま

たは主な監護者とした。質問紙の内容は、①記

入者の情報 ②受診に対しての気持ち ③か

かりつけ医での受診の現状についてであった。

かかりつけ医は小児科を標榜している施設の

中で、最も受診する回数の多い病院を想定して

回答を求めた。 

 

C. 研究結果 

１）家族への調査 

①対象となる児について 

対象となった児は、107 名（男児 47 名、女児

50 名）であった。そのうち知的障害のある者

は 45 名、知的障害のない者は 50 名であった。

障害種は ASD48 名、ADHD26 名、LD3 名、その他

17 名、無回答 13名であった。そのうち服薬を

している者は 44 名であった。 

 過敏性についての家族からの回答は、過敏性

がある者は 67名、ない者は 35名であった。過

敏性の種類で一番多かったのは、聴覚過敏

（17.8％）であった。家族からみた痛みへの感

受性は、とても敏感 26.2％、やや敏感 39.3％

であり、約 6割以上の児が痛みに対して敏感で

あることが明らかになった。 

 

②過去の病院での嫌な経験について 

過去の嫌な経験について、55.1％が「嫌な経験

があった」と回答している。その記述回答を内

容ごとにカテゴリー化し（表２）、主な内容を

抜粋した。一番多かったカテゴリーは「おさえ

つけ」に関する項目で、予防接種や点滴のとき

に複数の看護師に無理やりおさえつけられた

経験や、歯科でのおさえつけや椅子に縛られた

経験についての記述が多かった。次に、「怒鳴

れた経験」」に関するカテゴリーで、医師や看

護師、待合室にいる患者から怒鳴られた経験を

恐怖体験として回答する者が多かった。次いで、

「医療器具への恐怖」「他者との比較」の記述

が多くみられた。 

 

③かかりつけ小児科医の現状 

かかりつけ医に対して 70％が障害のことを伝

えている一方で、30％が障害のことを伝えてい

ない現状が明らかになった。その理由として、

「受診の際の困り感がないから」「伝える機会

がなかった」というものがほとんどであった。

小児科では待合室には 87.9％の病院がテレビ、

漫画、本、ぬいぐるみ、おもちゃ等の気の紛れ
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るグッズが置いてある一方で、診察室は

34.6％、処置室は 25.2％にとどまることがわ

かった。 

 

２）本人への調査 

①受診に対しての気持ち 

病院の好き嫌いについては、好き 45％、嫌い

41.7％、どちらでもない 11.1％であった。男

女、年齢等で有意差はみられなかった。好きな

理由として、上位から「医者が優しいから」「看

護師が優しいから」「おもちゃで遊べるから」

であった。嫌いな理由としては、「何をされる

かわからないから」「痛いから」であった（図

１）。病院の中で嫌いな場所は検査室（55.6％）、

診察室（13.9％）、待合室（11.1％）であった

（図２）。 

病院の中で嫌いなことは、予防接種（33.4％）、

点滴（25.5％）、待ち時間（7.8％）、浣腸（7.8％ 

であった。今までに病院で怖い経験をした割合

は、80.6％が「怖い経験をした」と答えている

（図３）。 

 

②かかりつけ医の現状について 

医師からわかりやすい説明があると答えたの

児は 30.5％、ないと答えたのは 69.5％であっ

た。文字や図を使いながらの説明は、「あり」

「なし」ともに 50％であった。病院受診の際

にゲーム形式など楽しみながらの受診につい

ては、41.7％が望ましく思い、19.4％が必要な

いと思っていた。その一方でわからないと回答

したものも 38.9％いた。 

 

 

D. 考察 

本人への調査から、多くの子どもたちが今ま

での病院受診や検査での体験を「嫌な体験」と

とらえていることが明らかになった。しかし、

それにも関わらず、病院に対して 45％の児が

「好き」と回答した。その理由として、「医師

や看護師が優しいから」という理由が大半を占

めており、病院での医療従事者の対応が児の病

院好きを決める重要な要素となり得ることが

わかった。これらのことから、発達障害のよう

な障害特徴の強い児に対しては、医療従事者が

正しい対応方法を学び、適切な対応をおこなう

ことで、子どもの不安や緊張をやわらげること

ができると考える。 

その一方で 41.7％が「嫌い」と回答しており、

その理由としては「痛いから」「何をされるか

わからないから」という理由が大半を占めた。

発達障害児の場合、診察の流れや処置の見通し

等がわからないことで、定型発達児に比べて不

安や恐怖が増すケースが多くみられる。病院嫌

いの理由に「痛み」と「見通しがたたないこと

への不安」をあげていることや、病院での嫌い

な処置として「予防接種」「点滴」と回答して

いることから考えても、痛みを伴う注射に関わ

る処置が苦手である児が多く、これらの処置に

対しての工夫が必要である。発達障害児の中に

は過敏性が強い児が多くいることからも、恐怖

心から痛みを感じているだけでなく、実際に私

たちの想像以上の痛みを感じているケースも

あることが推測される。そのため、細い針を使

用することや、注射部位を考慮するなど、痛み

を感じにくい工夫をすることも必要であると

考えられる。 

また、７割弱の児が「医師からのわかりやす

い説明がない」と回答をしていることから、こ

れらの説明を改善することで、「何をされるか

わからない」という不安が解消される可能性が

期待できる。すでに文字や図を使いながら説明

を受けているケースが 50％あるもことから、

病院側は工夫して説明をおこなっていると推

測できる。しかし、それが児へ伝わっていない

ことから、さらに各児の障害特徴や発達段階に

あわせたプレパレーションが必要であると考

えられる。その１つの手段として、タブレット

端末を利用して視覚支援をおこなうことで見

通しをたてる方法や、ゲーム形式でおこなう方

法を導入することは受診の動機付けをあげる

ことが期待でき、検討に値すると考えられる。 
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G. 研究発表 

なし 
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1. 特許取得 

特になし 

 

2. 実用新案登録 
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表１ 本人調査の年齢の内訳 
年齢 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

人数 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 

 

 

図１ 発達障害児本人の病院に対する好き嫌いについて 
 
 
 
 
 

 

図２ 発達障害児本人の病院の中での苦手な場所 
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図３ 病院嫌いの理由の内訳 
 
 
 
表２ 過去の嫌な経験についての自由記述のカテゴリー 
                                         
  カテゴリー                 内容             
おさえつけ          予防接種で無理やり看護師におさえつけられた 
               血液検査で、看護師７人がかりでおさえつけてきた 
               歯科で椅子に縛り付けられた            
どなられた          医者や看護師に怒鳴られた 
               待合室で知らない人に怒鳴られた          
医療器具への恐怖心      歯科で開口機を使われて怖かった 
               歯科で型をとったことが怖かった 
               耳鼻科の器具が何をするものかわからなかった 
               注射の中から液を出すところを見せられた     
他者との比較         兄弟と比較された 
               「もう○年生なのに」「○歳なのに」と言われた 
               定型発達の子と比べられた 
               「赤ちゃんでもできるよ」と言われた        
診察拒否           医師から診察拒否された 
               医師に「言葉が通じない」と診察してもらえない          
過敏性            病院の中で流れている音楽がいや         
痛み             注射の痛みが嫌だった              
見通しがたたない       いつまで待ったらいいのかわからない 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
分担研究課題名：地域で生活する知的障害者の健康診断の実施状況について 
 

研究分担者：志賀利一（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究協力者：村岡美幸（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

 

 

 

A.研究目的 

平成 27 年度は、障害者支援施設における定

期健康診断の実施状況について調査を行った。

結果は、ほとんどすべての施設では年２回以上

の定期健康診断を実施していたが、健康診断の

必須項目については施設により大きく異なっ

ていた。一部の施設で、入所者の年齢の上昇に

合わせ、多くの検診項目を必須としていたが、

多くの施設では、非常に少ない必須項目しか定

めておらず、成人期以降の生活習慣病予防とし

ては不十分な実態であることが明らかになっ

た。そこで、平成 28 年度は、家庭やグループ

ホームで生活している知的障害者を対象にし

た健康診断の実施状況を明らかにし、今後の知

的障害者を対象にした健康診断のあり方につ

いて検討する際の基礎資料を作成することと

した。 

 

 

B.研究方法 

家庭やグループホームで生活している人の

健康診断は、各自ないし親が自治体（あるいは

扶養者の健康保険組合）の健康診断に申し込む

場合もあれば、就労先の事業所、通所先の生活

介護事業所が事業所単位で申し込みを行って

いる場合もあり、利用している事業所や地域に

よって、受診状況や受診項目が異なっているこ

とが想定された。そこで、人口規模の異なる自

治体の自閉症児者親の会（Ａ県：人口 57万人、

親の会会員 78 人、Ｂ市：人口 370 万人、親の

会会員 583 人）に調査協力を依頼し、18 歳以

上の全会員に対してアンケートを実施した。 

なお、調査内容については、平成２７年度

に障害者支援施設を対象に実施した調査とほ

ぼ同様の項目とした。 

 

 

 

研究要旨 
 家庭やグループホームで生活している知的障害者を対象にした健康診断の実施状況を明らかに

し、今後の知的障害者を対象にした健康診断のあり方について検討する際の基礎資料を作成する

ことを目的に調査を行った。調査方法として、人口規模の異なる自治体の自閉症児者親の会 2 カ

所に調査協力を依頼し、18 歳以上の全会員を対象にアンケート調査を実施した。結果は、健康診

断未実施の割合は、2つの親の会で、8％と 22％であった。実施しない理由としては、「本人が怖

がる為」「実施してくれる機関が無い」「てんかん等で既に定期健診を実施している」と回答さ

れており、健康診断実施の方法や、健康診断の重要性についての周知等課題が存在する意ことが

分かった。また、検診項目別の受信状況等についても詳細に分析を行った。今回の調査では、親

の会に加盟し、障害のある人の生活支援に熱心な家族を中心にしたものであることを考慮する必

要がある。 
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C.研究結果 

自閉症児者親の会へのアンケートの回収状

況は、Ａ県 27（回収率 34.6％）、Ｂ市 144（回

収率 24.7％）であった。なお、Ｂ市について

は、全会員に発送している会報の同封する方法

で、アンケート用紙を配布したため、18 歳未

満の会員数を含めた回収率となっている。 

回答者の基本情報は、表１に示す。 

 

表１．回答者の基本情報 

 

 

回答者の内訳として、男性が大多数（Ａ県

88.9％、Ｂ市 82.6％）、年齢は 20 歳代が最も

多く過半数を占める（Ａ県 63.0％、Ｂ市

62.5％）。障害支援区分は区分２～区分６まで

多様であるが、不明がもっとも多い（Ａ県

29.6％、Ｂ市 40.3％）。ほとんどが親と同居し

ており（Ａ県 88.9％、Ｂ市 73.6％）、少数なが

ら単身、GH、入所施設で生活している人も含む。 

一般就労している人は少なく（Ａ県 7.4％、Ｂ

市 20.1％）、大多数は通所施設に通っている。

また、日中の場の「その他」は、大学（院）、

自宅にいる（通所拒否含む）、パソコン教室、

自営業であった。 

健康診断の受診状況は、図１ならびに表２

に示す。健康診断を行っていない人が少数なが

ら存在しており（Ａ県 6人 22.2％、Ｂ市 12人：

8.3％）。その多くは 20 歳代であり、受診しな

い理由として、「子どもの頃からてんかん等で

各種検査を行っているため」「病院が怖い、本

人が行きたがらない」「職場や学校のように定

期検診の機会がない」「病気が見つかると不安」

等の回答が寄せられた。 

 

図１ 健康診断の受診状況 

 

特徴的な数字として、40歳代の健康診断実

施率がＡ県（3人）、Ｂ市（15 人）共に 100%で

あった。また、単身生活者も、Ａ県（2 人）、

Ｂ市（1人）も 100%実施であった。なお、単身

生活者の場合、3人中 2人が職場における健康

診断を、1人が市町村の検診を受けていた。一

方、日中の場所が「その他」で、「自営業」「自

宅にいる」と回答した者で、健康診断を受けて

いるものはいなかった。 

家族同居で、年間 1 回以上の定期健康診断

を受けている割合はＡ県 75.0％、Ｂ市 87.6％

であった。検診項目としては、Ａ県では「身長・

体重・血圧・採尿・血液」を受けている人が

表２．様々な条件による健康診断の受診率 
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71.4％合ったのに対して、Ｂ市では同様の項目

を受信している人が 40.5％に過ぎない。一方、

Ｂ市では、歯科検診 40.7％（Ａ県 13.3％）、採

便 33.3％（Ａ県 0％）に代表されるように、半

数未満だがより多くの検診項目の受診をして

いる人がいる（表３参照）。 

健康診断にかかった個人負担の費用は、未

回答の者を除くと、Ａ県で 17 人（89.5%）、Ｂ

市で 98 人（83.8%）が無料であった。最高額は

6万円で、自己負担額がある人のほとんどは歯

科検診やがん検診を行っていた（表４参照）。 

 

表４．健康診断の自己負担額 

 
 

 

D.考察 

今回の結果から、18歳以上の知的障害者の

大多数は定期健康診断を受診しているが、一定

の割合で定期健康診断を受けておらず、その理

由として、健康に対する心配がありながら、健

康診断の受診の難しさや機会の無さをあげる

ものがいた。また、自営業や特定の日中活動に

参加していない人では、健康診断を受けている

者がいなかった。 

昨年度調査では、検診科目は非常に少ない

が、障害者支援施設に入所している人の健康診

断実施率がほぼ 100％であることを考えると、

通所施設等に通う知的・発達障害者の健康診断

の受診状況についてさらなる調査ならびに検

討が必要であると考えられる。また、今回の調

査は、障害のある人への支援に比較的熱心に取

り組んでいる親の会会員を対象であることを

考えると、その他の知的・発達障害者の健康診

断の受診状況は、今回の調査の数字より低い可

能性がある。 

一方、B 市においては歯科の定期健診に行

っている人が 3 割と比較的多く、うち 15 人は

健康診断とは別に家族が３～4 ヶ月に一度の

ペースで申し込んでいる状況が確認できた。受

診者の年齢も比較的若く、地域において障害者

の予防歯科に対する積極的な取り組みが、数字

として反映されていることも付記しておきた

い。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
分担研究課題名：知的・発達障害者の人間ドック実践の実際と課題 

 

研究代表者：氏名 市川 宏伸（日本発達障害ネットワーク） 

研究協力者：氏名 江副 新（ＮＰＯ法人すぎなみ障害者生活支援センターコーディネートセンター） 

  

 

Ａ 研究目的 

 知的障害児・者の定期健康診断継続について

の整備に向けて、必要な条件や要素を明らかに

すること。 

他地域でも実施するにあたって、「どんな課

題を克服すればよいか」、を明らかにすること

を目的とした。 

 

Ｂ 研究方法 

 「障害者人間ドック」プロジェクトは 13 年

目を迎え、35 回の特別ドックで延 186 名の総

合健診が行われた。今年度は、オプション科目

に脳ＣＴとピロリ菌抗体検査が付加されたこ

とで、下期から希望者が急増した（従来は腫瘍

マーカー7 種＋乳房エコー）。また、今回調査

では対象者外としたが、若年性認知症（50 歳

代）の女性の受診も試みられた。 

今年度もＮＰＯ法人が間に入り、上期（8月）

8 名、下期（1 月）7 名が受診した。これまで

の「障害者人間ドック」についての保護者の評

価も高く、最受診者が増え、対応するコメディ

カルスタッフも一段と手慣れた様子がうかが

えた（表参照）。 

 Ａ･Ｂ･Ｃの分類は、ＮＰＯ法人が仲介し、受

診者のグルーピングを行った。特別問診票を基

に施設での本人観察や職員・家族へのヒアリン

グも行い、ドック経験や慣れ、年齢や性格・特

性などを勘案し、組合せを検討した。特に初診

者の場合、先行モデルを見せることで、恐怖心

や抵抗感を軽減する効果があると考えた。 

 

Ｃ 研究結果 

 自己応答型の検査（視力・聴力）では重度者

で困難が続出したがが、その他はほぼ全員が各

項目をクリアした。 

 表の 15 番の受診者はこれまでの中でも最重

度群と考えられ、事前にＮＰＯ法人のスタッフ

が家庭訪問し、健診場面写真で両親に内容を説

明し本番に備えた。（当日は、医師判断でバリ

ウム・視力・聴力検査を除く検査のみ実施した） 

 「障害者人間ドック」プロジェクト発足の経

緯と全体像は昨年度報告で紹介したが、本年度

研究要旨：知的・発達障害児者は、疾患に罹患しても自ら訴えることもなく、気づかれた際

には手遅れになっていることが少なくない。一方で、人間ドックを受けることも、その意味

が分からないため、自ら希望することもない。保護者や善意ある第三者が必要と判断して、

受診を設定しても、時には抵抗してしまう。人間ドックを受診するにも、医療施設のスタッ

フが心得ていないと、対応が難しい。このような状況下で、2003 年夏から「障害者特別ドッ

ク」を杉並区で行っていた。受診障害児者と実施医療機関の間には、ＮＰＯ法人が入り、受

診者の調整を行ってきた。他医療機関では一時的に行われることがあっても継続されないが、

杉並区では 15年近く継続されている。現状と抱える課題について検討し、他地域でも実施さ

れることを目的として研究を行った。 
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分を含めたこれまでの受診者を概観すると、女

性 58 名：男性 128 名で、年代別に見ると共に

30 歳台が最多（47％）で 40 歳代がそれに続く

（29％）。このことは保護者の年齢と保健意識

に拠るものと思われた（図参照）。 

 障害程度では、知的障害療育手帳 2 度が 64

名、3度が 67 名、4 度 52 名で、いわゆる重度

者も多く受診してきた。ここ数年は脳性麻痺や

視覚障害重複も目立っている。障害者ドックの

存在が区内で認知され、知的・発達障害者でも

診てもらえるという認識が広まっているとと

もに、診断スタッフの技術も向上していると思

われた。 

 この事業の見学者は、ここ数年 2～3 名だっ

たが、当研究の影響もあり今年度下期（28年 1

月）は受診者を上回る 9名の申込があった。 

 

Ｄ 考察 

 知的障害者の医療受診には困難が伴うが、予

防健診という観点から本プロジェクトにおけ

る課題は以下の通りであり、大きくは本人決

定：健康確保、人権：安全性、個別配慮：現場

負荷、説明義務：当事者能力に帰結される。 

本ドックは実施病院の特別配慮により本人

負担 6千円程度となっているが、高額な健診料

が第一のハードルであることは論をまたない。 

《障害者ドックの課題》 

・検診制度と検診料を居住区の保健福祉施策と

して検討してもらえるか？（区民成人健診の科

目と個人負担額が同じ病院でも居住区行政に

より異なる） 

・医療機関スタッフがバラエティ豊かな知的・

発達障害像への理解と知識・想像力を持てる

か？ 

・採血やＸ線・ＣＴ・ＭＲＩだけでなく、医療

検査を知的・発達障害者が健診として理解でき

るか？ 

・本人の受診の承諾、望まない医療行為をどこ

まで行うか？検査に協力できなかった際の検

査中止をどう判断するか？保護者が亡くなっ

た後の受診判断をどうするか？ 

・障害者人間ドックを行う際の、コーディネー

ターの役割をどうするか？（いたずらに甘やか

さない、無理強いはしない、保護者への説得を

どうするか？） 

・疾病が発見された際の医療体制をどうする

か？健診事故発生時の対応をどうするか？ 

・ 結果説明を誰にどのようにするか？検診後

の生活指導・治療、施設・主治医の選択をどう

するか？施設への健診情報はどう伝えるか？ 

・重度者の応答型検査困難（視力・聴力・問診）

や受診項目にない検査をどうするか？ 

・実施医療施設の負担をどう考えるか？（圧倒

的な負荷（コスト・人員）、一般受診者への気

兼ね） 

・受診可能者と希望者の違いをどうするか？ 

《障害者ドック受診後の課題》 

・入院・長期医療への対応策、医療費と生活経

済保障、母親に集中する介護負担 

・手術・治療に際してのインフォームドコンセ

ントと本人選択、親亡き場合は成人後見者の判

断でよいのか？ 

 

Ｅ 結論 

 杉並区で「障害者人間ドック」が継続してい

るのは、実施医療機関の協力（実施に伴う経済

的負担、実施スタッフの知的・発達障害児者の

理解）、間に入るＮＰＯ法人の努力が大きな実

施可能要因になっている。他の地域でこの試み

が拡大するには、これらの要因が必要となる。 

 

Ｆ 健康危険情報 

 特になし 

 

Ｇ 研究発表 

１ 論文発表 

 なし 

 

２学会等発表 

・江副 新 自閉症カンファレンス NIPPON 

2016 （8／20･21 日、医療ルームで事例展示） 

・江副 新 国立のぞみの園福祉セミナー2016 

（12／8 日、「知的障害者高齢期の支え方」で

講演） 

 

Ｈ 知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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70 
 

厚生労働行政推進調査事業費補助金 
障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野） 

 

分担研究報告書 

 

研究課題名（課題番号）：医療的管理下における介護及び日常的な世話が必要な行動障害を有する

者の実態に関する研究 （H27-身体・知的-指定-001 ） 

 
分担研究課題名：知的・発達障害児者における、新たな人間ドック開始の試み 

 

研究代表者：市川 宏伸 （日本発達障害ネットワーク） 

    研究分担者：堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部教授） 

    研究分担者：田中 恭子 （熊本大学医学部・児童精神医学特任助教） 

研究協力者：山脇 かおり（医療法人横田会 向陽台病院） 

 

A.研究目的 

 知的障害児・者の医療環境（特に定期健康診

断や有症状時の近医受診）整備に向けて、必要

な条件や要素を明らかにすること。 

知的障害・発達障害を有する児・者の健康診

断や医療受診（平時のかかりつけ、緊急時）に

ついて先進的な取組みを既に行っている自治

体（福岡県大牟田市）における、準備の経緯や

現況を昨年度に引き続き報告する。 

 

B.研究方法 

 大牟田市においては、平成 23 年 4 月より、

「知的障がい児・者医療支援プロジェクト」を

当事者家族・支援者団体・自治体が協力し立ち

上げ、これに医師会も加わって現在活動中であ

る。本 PT の目的は、知的障害児・者の医療受

診環境（特に定期健康診断を含めた”かかりつ

け医制度”）整備である。 

昨年度に引き続き、平成28年10月28日に、

現地を訪問し、担当者からの情報収集と意見交

換を行った。 

大牟田市は福岡県南部（筑後地方）に位置す

る人口約 12 万（平成 27 年 12 月末実現在 

119,387 人）の自治体である。うち、知的障害

児・者数は、療育手帳交付者数として 1,247

人（平成 25 年度）と報告されている。 

 同市では、平成 23 年初より、知的障害児・

者の医療ニーズ把握とその後の医療支援に向

け、当事者団体（親の会）、支援者団体（障害

者協議会・障害者相談支援センター）、行政、

社会福祉協議会（平成 26年 12 月に大牟田市医

師会も加入）からなるプロジェクト（PT）を立

ち上げ、現在も発展中である。 

本 PT は医療と福祉が円滑に連携しつつある

画期的な事例である。PT 担当者との意見交換

内容について報告する。 

研究要旨 

 大牟田市「知的障がい児・者医療支援プロジェクト」は、基礎自治体レベルで知的障害や発

達障がいを有する児・者の健康診断や医療受診（平時及び緊急時）の体制構築をめざした画

期的な取組み事例であり、当事者家族・支援者団体・自治体で立ち上げ、医師会や特別支援

学校も加わって進行中である。当事者の現況及びニーズ把握、医療・教育・保健福祉の関係

各所への周知啓発、医療支援手帳の作成等の活動を進めてきた。7年目に当たる本年度は、作

成された手帳の配布（関係各所への設置）と当事者・医療機関への周知が活動の中心であっ

た。また、医療機関を対象に医療受診や健康診断の受入れに関するアンケートを実施し、「不

安はあるが受入れたい」が 80%にのぼった。当事者の手帳活用を含めた受診勧奨、検診等の機

会を活用しての教育機関での模擬訓練、医療機関側の受け入れに関する不安軽減を目的とし

た研修や資材提供を行う予定であるが、関係各所の理解促進と協力確保が課題である。 



71 
 

C.研究結果 

【医療支援 PT発足までの経緯】 

 大牟田市では、以前から知的障害児・者の当

事者家族から「当事者を取り巻く医療環境につ

いては厳しいものがある」との声が行政や社会

福祉協議会に寄せられていた。これを受け、平

成 23 年 1 月に具体的な医療に関するニーズや

充足度などの現況を把握する目的で、“知的障

がい児・者医療ニーズ調査 PT”を発足させた。

構成員は、知的障害児・者の保護者会、自閉症

児・者親の会、障害者協議会、障害者相談支援

センター、行政（市福祉課・地域包括支援セン

ター）、社会福祉協議会から参加した計 15 名で

あった。 

 現況把握のため、当時の施設利用者や団体加

入者（の保護者）380 名を対象に、平成 23年 2

月にアンケート調査を実施した。当事者の年齢

は就学前から 50 代以上までで、20 代をピーク

とした正規分布を描いていた。主たる支援者は

「母親」が 77.8%であり、支援者の 42,6%が何

らかの健康不安を抱えていた。精神的疲労を有

する割合も約半数(47.5%)にのぼった。また、

家族内に他にも要介護者が存在する割合が

24.6%である一方で、近隣に支援を依頼する者

はなかった。その他、自由記載には「要受診時

であっても『医療機関や他患に迷惑をかけるか

もしれない』と受診を躊躇する」「市内医療機

関で受診を断られた・市内医療機関の情報を持

たない・専門医療機関を希望する等の理由で市

外の医療機関に通院している」等の意見が挙が

った。 

 これらの結果や意見を踏まえ、平成 23 年 4

月に、医療ニーズ調査 PT は「知的障がい児・

者医療支援 PT」に発展した。 

 

 

【知的障がい児・者医療支援ＰＴ(以下「本

PT」)のこれまでの取組み】 

 アンケート結果の各関係団体への報告会、地

域関係者や医療スタッフとの意見交換会、PT

会議等を通じて、円滑な医療受診のためには

「医師をはじめとする医療スタッフ側の障害

特性への理解促進」「受診する当事者側の“備

え”（提供する情報を纏めておくこと）」ととも

に「得月支援学校・学級での医療に関する教育」

等の重要性が認識され、様々な視点での取り組

みを要すると考えられた。これを受け、本 PT

は、大牟田市障害福祉計画に沿って、下記 5

項目について重点的に取組んできた。 

・医療機関との連携強化 

・教育委員会との連携強化 

・当事者家族の意識改革 

・医療受診手帳・絵カード等アイテムの活用 

・大牟田市障害福祉計画策定への参画 

 

 このような中で、平成 26 年 12 月より大牟田

市医師会(担当者は理事；小児科医)も本 PT に

参加し、医師・医療スタッフへの啓発活動やセ

ミナー後援、医師会研修会開催等、医師会から

の協力も得られており（医師会参加の経緯とし

て、前医師会長が社会福祉協議会長に就任した

ことが特記される。当事者からの声や本 PT の

取組みの詳細を聴き、医師会へ協力要請したと

のことである）。この点も本 PTの特徴といえる。

平成 26 年度までの取組みについては、昨年度

の報告書の通りである。 

 なお、本 PT 発足当初には、対象者は知的障

がい児・者の両方を広く対象とすべく検討され

ていたが、モデルとしての支援対象を教育・保

健・福祉の各方面から連携して支援しやすい知

的障がい児と想定し、当事者・保護者と医療機

関双方の受診に関する障壁を軽減しつつ「かか

りつけ医」「健診」のシステム化を図る方針と

したとのことである（勿論、手帳利用について

は知的障害者施設や精神科医療機関を経由し

成人の当事者にも周知を進めている）。 

 

＜平成 27年度以降の具体的取組＞ 

平成 27 年度 

1.「医療支援手帳」作成（全 75頁）、配布開始 

2.セミナー開催：「発達障害のある人の医療支

援セミナー」（2月 20 日開催、講師：白梅学園

大学 堀江まゆみ先生） 

2.医師会、歯科医師会、教育委員会との関係強

化；医師会学術講演会「発達障害児・者が安心

して受診できる病院とは？～医療機関での合

理的配慮～」（11 月 19 日開催、講師：久留米

大学 山下裕史朗先生） 
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平成 28 年度 

1.医療支援手帳の活用促進 

(1)手帳本体の配布：障害児童・生徒育成会、

福祉施設及び相談支援事業所、特別支援学校、

医師会医療機関、市役所福祉課に計 1450 冊配

布済み。実際の配布・活用状況については次

年度に調査予定。 

(2)市ホームページの活用（検討中）：手帳ダ

ウンロード、活用マニュアル掲示、等。 

(3)ポスター作製・掲示：医療機関、特別支援

学校に配布済み。その他、公共施設や交通機

関、薬局、ショッピングモール等での掲示を

検討中。 

(4)情報提供：乳幼児健診、保育園・幼稚園で

紹介。この他、児童相談所でも検討中。 

(5)当事者・保護者向けチラシの作成、配布 

(6)マニュアル作成（準備中）：窓口担当者向

けの活用説明マニュアル、当事者向けの記入

例・見本を作成中。この他、特別支援学校教

員向けの説明書作成についても検討中。 

2.関係機関との連携 

(1)医師会：医師会看護専門学校における報告

会（5 月開催）、健診・診療受け入れに関する

アンケート配布（現在集計中。受け入れ可能

医療機関一覧の作成も念頭に置いている）。 

(2)教育委員会：意見交換会の開催、PT会議へ

のオブザーバー参加継続、特別支援学校での

歯科検診模擬訓練実施。 

3.検討中の事項 

(1)大牟田版絵カード作成 

(2)救急・消防関係者の本 PT 参加要請：救急

車の見学や収容模擬訓練、絵カード利用への

協力依頼を念頭に置き打診中。 

 

D.考察 

本 PT は当事者（正確には保護者）、支援者、

行政と医師会（教育機関も）が一丸となって進

めている画期的な取組みである。取組の重点項

目にもあるように、「医療スタッフ（特に医師・

看護師）への障害特性・対応についての理解促

進」「医療機関における時間・空間的配慮と準

備」「教育機関での当事者本人への医療と受診

に関する教育（実地に近い訓練）」「保護者・支

援者の意識改革（遠慮しすぎないですむような

心理教育）」「情報を集約しておくこと（サポー

トブック作成）」「絵カード等支援アイテムの充

実」等が重要であり、既に特別支援学校での歯

科・内科健診模擬訓練が試みられ、4月時点で

は健診を怖がって受診できなかった児童が、年

度後半には笑顔で受診できるようになった事

例もみられている。しかしながら、医療機関や

特別支援学校の関係者間における本 PT 趣旨の

理解度には大きな差があり、関係機関全体とし

ての協力確保や具体的実施にが円滑に進んで

いない現状もある。 

 昨年度は課題として対象者の把握、集約され

た情報の管理を挙げた。前者については当面の

主対象を知的障がい児とし、乳幼児健診や保育

園・幼稚園、教育機関を経由して医療支援手帳

の周知を進めている。後者については、「親亡

き後」を念頭して知的障害者入所施設での利用

等を想定しながら今後検討していく。 

 今年度は完成した医療支援手帳の各機関窓

口への配布・周知、活用に向けたマニュアルの

作成、健診・診療受け入れに関する医師会医療

機関へのアンケートを行った。医師会アンケー

トについては現在集計中であるが、約 8割の医

療機関が「対応に不安があるが受け入れたい」

を選択回答しており、個別に「障がい児・者の

対応に慣れていない」「別室での対応が困難」

等の意見が寄せられているとのことである。こ

れら医療機関が感じている“不安”の内容を

PT 側が具体的に聴取・把握し対応策を提案し

つつ実践的に協働していくことは、医療支援手

帳による情報集約・提供準備、教育機関等での

当事者への受診模擬訓練と並んで、医療機関と

当事者・保護者双方が抱える物理的・心理的な

受診への障壁を低減するために重要と考えら

れる。 

医療支援手帳の配布及び活用に関する実態

については、平成 29 年度に保護者・関係機関

双方を調査予定である。また、大牟田版絵カー

ドの作成についても目下検討されているが、地

域及び医療圏で共通の視覚支援ツールの存在

は、当事者・支援者間のコミュニケーションを

円滑にしうるのみならず、地域住民全体におけ

る障害理解・合理的配慮の促進につながりうる

ことが期待される。 

 本 PT が順調に発展し、一つのモデルケース

となることを期待するところである。 
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E.結論 

 大牟田市「知的障がい児・者医療支援 PT」

について調査した。本 PT は当事者（正確には

保護者）、支援者、行政と医師会（教育機関も）

が一丸となって進めている画期的な取組みで

あり、今後も引き続き調査予定である。 

 

F.健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

平成 29 年 1 月 21 日 本研究班会議にて実施。 

 

1.論文発表 

なし 

 

2.学会発表 

なし 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 



74 
 

研究成果の刊行に関する一覧表 

書籍 

著者氏名 論文タイトル名 
書籍全体の 

編集者名 
書籍名 出版社名 出版地 出版年 ページ 

内山登紀夫 自閉症スペクトラム

へのアプローチ 

宮尾 益, 橋

本 圭司 

発達障害のリ

ハビリテーシ

ョン 

医学書院 東京 2017 90-103 

内山登紀夫 5 神経発達症群-１

（自閉スペクトラム

症） 

ADHD の診

断・治療指針

に関する研

究会 齊藤 

万比古 

ADHD の診

断・治療ガイ

ドライン第 4

版 

じほう出

版 

東京 2016 170-175 

内山登紀夫 第3章 触法発達障害

者の医療的支援 神

経発達障害の診断と

支援 

生島 浩 触法障害者の

地域生活支援

/その実践と

課題 

金剛出版 東京 2017  

市川宏伸  市川宏伸 発達障害 キ

ーワード＆キ

ーポイント 

金子書房 東京 2016  

市川宏伸、

田中康雄 

 市川宏伸、田

中康雄（監

修） 

診断・対応の

ためのＡＤＨ

Ｄ評価スケー

ル 

明石書店 東京 2016  

市川宏伸 児童・青年期にみら

れる精神疾患の概説 

樋口輝彦、市

川宏伸、神庭

定信、朝田 

隆他 

今日の精神疾

患治療指針 

医学書院 東京 2016 306-310 

市川宏伸 国内外の現状と課題 宮尾益知、橋

本大彦 

発達障害のリ

ハビリテーシ

ョン 

医学書院 東京 2017 2-13 

井上雅彦 自閉スペクトラム障

害児への療育法 

尾崎康子、三

宅篤子 

発達障害の療

育 

ミネルヴ

ァ書房 

京都 2016 33－39 

井上雅彦 強度行動障害の治療 杉山登志朗 発達障害医学

の進歩 

診断と治

療社 

東京 2016 80-90 
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井上雅彦 発達障害の家族支援 前垣義弘 小児神経疾患

のプライマ

リ・ケア 

診断と治

療社 

東京 2016 89-90 

井上雅彦 発達障害支援の基本 下山晴彦、村

瀬佳代子、森

岡正芳 

発達障害支援

ハンドブック 

金剛出版 東京 2016 88-92 

井上雅彦 発達障害－総論－ 下山雅彦、中

嶋義文 

精神医療・臨

床心理の知識

と技法 

医学書院 東京 2016 272-274 
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研究成果の刊行に関する一覧表 

雑誌 

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年 

内山登紀夫 発達障害の不適応、対応困難ケー

スの発生予防と危機介入につい

て 

日本社会精神医学

会誌 

26(1) 

 

42-47 2017 

内山登紀夫 

 

これからの福島の子ども達へ

のメンタルヘルス支援のあり

方 

福島の子どもた

ちのメンタルヘ

ルス支援のこれ

までとこれから 

 11-16 2017 

内山登紀夫 成人ＡＤＨＤの診断 

ＡＳＤとの合併と鑑別に着目し

て 

精神医学 59（3） 217-222 2017 
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